
�
後
�
�
に
お
け
る
賜
姓
ソ
グ
ド
人

︱
︱
涼
州
武
威
安
氏
と
賜
姓
︱
︱

福

島

惠

は
じ
め
に

一
．
賜
姓
と
ソ
グ
ド
人

(一
)
�
代
の
賜
姓

(二
)
賜
姓
ソ
グ
ド
人

二
．
李
	
玉
と
賜
姓

(一
)
涼
州
武
威
の
安
氏

(二
)
賜
姓
ソ
グ
ド
人
李
	
玉

三
．
李
	
眞
に
關
す
る


料

︱
︱
德
政
碑
・
列
傳
・
墓
誌
の
比
�
︱
︱

(一
)
記
載
內
容
の
�
成

(二
)
獨
自
の
記
事
か
ら
見
た


料
の
差
衣

(三
)
�
面
の
比
�

(四
)
李
	
眞
の
後
繼
者
問
題

四
．
賜
姓
ソ
グ
ド
人
と
�
王
�

お
わ
り
に
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は

じ

め

に

こ
れ
ま
で
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
商
人
と
し
て
�
識
さ
れ
て
き
た
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
︑
�
年
の
石
刻


料
を
用
い
た
硏
究
に
よ
っ
て
︑
武
人
と

し
て
活
�
す
る
�
が
�
ら
か
と
な
り
︑
ソ
グ
ド
人
硏
究
は
怨
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
山
下
﹇
二
〇
〇
五
・
二
〇
一
二
﹈
は
北
�

～
�
初
に
ソ
グ
ド
人
が
そ
の
聚
落
の
鄕
兵
を
�
い
て
軍
事
活
動
に
參
加
し
て
い
た
樣
子
を
�
ら
か
に
し
︑
ま
た
︑
森
部
﹇
二
〇
一
〇
﹈
は
�
後

�
～
五
代
の
藩
鎭
體
制
下
に
お
い
て
突
厥
の
影
�
を
�
け
て
騎
射
な
ど
の
�
牧
�
�
を
備
え
た
ソ
グ
ド
人
が
活
�
す
る
樣
子
を
指
摘
し
︑
こ
れ

を
﹁
ソ
グ
ド
系
突
厥(1

)
﹂
と
呼
ぶ
︒
こ
れ
ら
は
武
人
�
し
た
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
の
同
樣
の
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
山
下
氏
の
指
摘
す

る
ソ
グ
ド
人
は
�
の
円
國
以
�
か
ら
 
易
の
た
め
に
中
國
內
に
形
成
さ
れ
て
い
た
!
民
聚
落
を
據
點
と
し
︑
森
部
氏
の
言
う
﹁
ソ
グ
ド
系
突

厥
﹂
は
東
突
厥
の
"
壞
後
に
�
に
影
っ
た
六
州
胡
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
突
厥
か
ら
�
に
到
っ
た
者
を
指
す
︒
こ
の
よ
う
に
︑
一
線
を
劃
す
る

も
の
な
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
筆
者
は
︑
中
國
地
域
に
移
#
し
た
ソ
グ
ド
人
が
名
乘
っ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
ソ
グ
ド
姓
﹂
(安
・
康
・
米
・
石
・


・
何
・
曹
・
翟
)
を
持
つ

北
�
～
宋
の
墓
誌
を
網
羅
%
に
取
り
&
う
こ
と
で
︑
ソ
グ
ド
人
の
'
體
宴
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
き
た
︒
現
在
の
と
こ
ろ
︑
ソ
グ
ド
姓
を
(
す

る
墓
誌
中
で
ソ
グ
ド
人
だ
と
�
め
ら
れ
る
者
は
一
八
八
名
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
生
存
年
代
が
)
�
す
る
男
性
一
〇
三
人
の
墓
誌
の
記
載
內
容
を

分
析
し
た
と
こ
ろ
︑
七
世
紀
中
頃
を
境
に
墓
誌
を
殘
し
た
ソ
グ
ド
人
に
變
�
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
︑
そ
れ
以
�
は
北
�
～
�
初
に
 
易
活
動
の

た
め
に
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
か
ら
!
民
聚
落
を
據
點
と
し
て
中
國
地
域
に
入
っ
た
者

(=

�
�
ソ
グ
ド
人
)
で
あ
り
︑
そ
れ
以
後
は
貞
觀
四
年

(六
三

〇
)
の
東
突
厥
の
"
壞
な
ど
を
契
機
に
突
厥
か
ら
�
に
入
っ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂
や
︑
七
世
紀
�
ば
～
八
世
紀
�
ば
に
ソ
グ
デ
ィ

ア
ナ
か
ら
直
接
來
�
し
た
質
子
・
+
者
や
そ
の
後
裔
な
ど

(=

後
�
ソ
グ
ド
人
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
﹇
福
島
二
〇
〇
五
・
二
〇
一
七
：
第

二
違
﹈︒
こ
の
﹁
�
�
ソ
グ
ド
人
﹂
と
﹁
後
�
ソ
グ
ド
人
﹂
の
一
部
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
上
営
の
山
下
・
森
部
兩
氏
が
指
摘
す
る
武
人
と
し
て
活
�

す
る
ソ
グ
ド
人
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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�
後
�
�
以
影
の
﹁
ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂
を
中
心
と
す
る
﹁
後
�
ソ
グ
ド
人
﹂
の
活
�
か
ら
す
れ
ば
︑
彼
ら
の
墓
誌
が
增
加
す
る
こ
と
は
理
解

で
き
る
が
︑
一
方
で
﹁
�
�
ソ
グ
ド
人
﹂
の
子
孫
の
墓
誌
が
減
少
す
る
の
は
な
ぜ
か
︑
彼
ら
は
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
疑
問
と
な
る
︒

こ
の
理
由
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
を
想
定
で
き
る
も
の
の
﹇
福
島
二
〇
一
七
：
九
八
頁
﹈︑
多
く
は


料
%
な
制
.
か
ら
未
だ
解
�

で
き
て
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
中
で
も
筆
者
が
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
を
收
集
す
る
に
あ
た
っ
て
�
提
と
し
た
﹁
ソ
グ
ド
姓
を
(
す
る
墓

誌
﹂
の
對
象
外
︑
つ
ま
り
ソ
グ
ド
姓
を
(
さ
な
い
事
例
で
︑
さ
ら
に
�
の
皇
/
か
ら
國
姓
の
李
を
賜
っ
た
ソ
グ
ド
人

(以
下
︑
賜
姓
ソ
グ
ド
人
)

に
つ
い
て
は
︑
賜
姓
と
い
う
特
殊
な
事
0
で
あ
る
た
め
に


料
に
殘
り
や
す
い
よ
う
で
あ
る(2

)
︒
ま
た
︑
こ
の
賜
姓
さ
れ
た
ソ
グ
ド
人
の
存
在
は
︑

こ
れ
ま
で
個
別
に
知
ら
れ
て
き
た
も
の
の
︑
そ
の
'
體
宴
を
捉
え
た
考
察
は
未
だ
に
見
ら
れ
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
﹁
賜
姓
ソ
グ
ド

人
﹂
に
1
目
し
︑
彼
ら
の
動
向
を
探
り
た
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ソ
グ
ド
人
が
宋
代
以
影
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
に
埋
も
れ
て
い
く
3
4
を
知

る
上
で
も
重
5
な
問
題
で
あ
る
︒

一
．
賜
姓
と
ソ
グ
ド
人

(一
)
�
代
の
賜
姓

｢賜
姓
ソ
グ
ド
人
﹂
を
取
り
上
げ
る
�
に
︑
賜
姓
が
い
か
な
る
7
味
を
持
つ
の
か
を
見
た
い
︒
そ
も
そ
も
賜
姓
と
は
︑
皇
室
の
姓
を
特
に
功

績
の
あ
っ
た
者
に
對
し
て
與
え
る
も
の
で
︑
古
く
は
﹃


記
﹄
劉
敬
傳
﹇
二
七
一
七
頁
﹈
に
漢
の
髙
祖
劉
邦
か
ら
功
臣
の
婁
敬
へ
の
賜
姓
が
見

え
︑
そ
の
後
︑
歷
代
の
王
�
で
繼
續
し
て
行
わ
れ
た
︒
�
代
の
賜
姓
の
事
例
を
見
る
た
め
に
︑
怨
舊
兩
�
書
・﹃
<
治
=
鑑
﹄
を
>
べ
た
と
こ

ろ
︑
'
部
で
六
三
件
を
確
�
で
き
た

(︻
表
1
︼
)
︒
こ
の
�
代
の
賜
姓
は
︑
賜
姓
の
經
雲
に
よ
っ
て
大
き
く
?
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
A
．
�
王
�
に
歸
順
し
た
時
の
賜
姓

(二
四
件
：
三
八
％
)
︑
B
．武
功
を
立
て
た
時
の
賜
姓

(
一
四
件
：
二
二
％
)
︑
C
．王
�
內
で
の
勢
力

爭
い
に
よ
る
賜
姓

(一
六
件
：
二
五
％
)
︑
D
．そ
の
他
は
︑
賜
姓
の
經
雲
が
不
�
で
あ
る
も
の
や
︑
上
記
の
分
類
A
B
C
に
該
當
し
な
い
も
の
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【表 1】 �代の賜姓一覽

賜姓年 賜姓後姓名 本姓名 民族 賜姓の經雲 分類 典據

1

義寧 1

(617)

以後

李粲 丙粲

隋�の部下を引きつれて�

へ歸屬。宗正卿を拜し、應

國公に封ぜられ、世祖の名

をCけて賜姓。

A
舊 98 ／怨 72

上・126

2

武德 2

(619)

李勣 徐世勣

�に影る際に、李密の舊領を

もって自らの功とせず、李密

に義理を立てた。これを知っ

た高祖が黎州總管、上D國、

萊國公をEけ、さらに右武侯

大將軍を加えられ、曹國公に

封じられ、賜姓。

D
舊 1・67 ／怨

93 ／< 186

3 李藝 羅藝

幽州總管を自稱していたが、

�に歸屬し、燕郡王に封ぜら

れ、賜姓。

A
舊 1・56／怨

92

4

武德 3

(620)

李季眞 (※ 1) 劉季眞 稽胡
�に歸屬し、石州總管・彭

城王をEけられ賜姓。
A

舊 1・56／怨

87 ／< 188

5 李伏威 杜伏威

�に歸屬したのち、東南G

行臺尙書令、江淮 (以南)

安撫大+、上D國、吳王を

Eかり、賜姓。

A
舊 1・56／怨

92／< 188

6 李開G 高開G

高開Gは燕王を自稱してい
たが、�に敗れた後、幽州を
圍んでいた竇円德をJい拂
い、北K郡王・上D國・蔚州總
管に任ぜられ、李姓を賜る。

A
舊 1・55／怨

86／< 188

7
武德 4

(621)
李大恩 胡大恩

竇円德の行臺尙書令であっ

た胡大恩が大安鎭から來

影。代州總管をEかり、定

襄郡王に封ぜられ、賜姓。

A 舊 1／< 188

8
武德 5

(622)
李子和 郭子和

太宗の劉黑闥K定に從軍し

功をあげたことから、右武

衞將軍を拜し、賜姓。

B
舊 56 ／怨 92

／< 190

9
貞觀初

(627?)
李突地稽 突地稽 靺鞨

高開Gの亂鎭壓に貢獻。右

衞將軍を拜して、賜姓。
B

舊 199下／怨

110

10
貞觀 4

(630)
李 宇�

高昌の麴�泰が妻の宇�氏
と共に來�。宇�氏が皇族の
籍を求めたM、賜姓し常樂公
Nに封じた。

D
舊 198 ・ 怨

221 上

11
貞觀 8

(634)
李赤辭 拓拔赤辭 党項羌

�に歸順するにあたって、

西戎州都督を拜し、賜姓。
A

舊 198 ／ 怨

221 上

12
貞觀 12

(638)
李思P 阿
¡思P 突厥

突厥を安撫するために乙彌

泥孰俟利苾可汗とし、賜姓。
A

舊 194 上／怨

215 上／< 195

13

貞觀 22

(648)

李窟哥 窟哥 契丹

契丹に松漠都督府を設置。窟
哥は+持R十州諸軍事・左領
軍將軍・松漠都督を拜し、無
極縣男に封じられ、賜姓。

A
舊 199下／怨

219

14 李可度者 可度者 奚
奚に饒樂都督府を設置。可
度者を右領軍、饒樂都督、
樓煩縣公とし賜姓。

A
舊 199下／怨

219
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15
垂拱 1

(685)
武思�

李〔徐〕思

�

李敬業の叔父。李敬業がS

いた際、武后に忠義を盡く

し、賜姓。天E 2 年 (691)

に吿發により徐姓となる。

B 怨 93 ／< 203

16

天E 1

(690)

武旦
李旦

(睿宗)

武則天がU神皇/となり、睿

宗を皇嗣として、賜武姓。
C 怨 4 ／< 204

17 武
李

(千金公N)

高祖の女。武則天の革命の

際、巧媚でよくW奉し、則

天を母としてX安大長公N

となり、賜武姓。

C 舊 183

18 武�藝 傅�藝

武氏の符瑞を稱してまさに

革姓�命すべしと上書した

ことから、革命後、賜武姓。

C
舊 186 上／<

204

19 武家臣 來子珣

官人の束帶の亂れについ

て、則天の7に添う裁きを

して、賜武姓。

C
舊 186 上／怨

209 ／< 204

20 武長倩 岑長倩

武后の革命時、重臣に賜武姓。

C < 204

21 武�勗 張�勗 C < 204

22 武神勣 丘神勣 C < 204

23

天E 2

(691)

武光順 李光順

違懷太子の子。

C < 204

24 武守禮 李守禮 C < 204

25 武守義 李守義 C < 204

26 武 長信縣N 不�。 D < 204

27
久視 1

(700)
武楷固 李楷固 契丹

契丹を討った功により、左

玉鈐衞大將軍、燕國公とな

り賜武姓。

B
舊 89 ／ 怨

115／< 207

28

武后�

武 契苾�の妻

不�。

D 怨 110

29 武
李 (契苾何

力妻)
D 怨 110

30
神龍 1

(705)
韋彥範 桓彥範

直言の士を]けるため、桓

彥範を扶陽郡王・特Wと

し、賜韋姓。

C
舊 7・91／怨

120

31
開元 1

(713)
李崇鯵〔暕〕薛崇鯵 〔暕〕

太K公Nの子。太K公Nが

玄宗から死を賜るが、崇鯵

がしばしば母を諫めていた

ため死を免れ、賜姓。

C
怨 83 ／ <

210

32
開元 16

(728)
李獻_ 倪屬利稽 黑水靺鞨

開元 13 年 (725) 黑水靺鞨

に黑水軍を置き、�大部落

を黑水府とし、首領を都督

とした。開元 16 年に賜姓。

A
舊 199下／怨

219

33

天寶 12

(753)
(※ 2)

李獻忠 阿布思 突厥

衆を�いて內附し、朔方軍

に隸屬。朔方R度副+、奉

信王となり、賜姓名。

A
舊 187下／怨

193 ／< 216

34
天寶 14

(755)
李忠信 悉諾邏 吐蕃

蘇毗王の子、悉諾邏を懷義

王として賜姓名。
A

怨 216 上／<

217

35
至德 2

(757)
李	玉

安重璋→安

	玉

安祿山と同姓を恥じて、自

ら陳べる。
D

舊 132 ／ 怨

75 下／< 221
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36
乾元 1

(758)
李

紇設伊俱b

施
識�

王の紇設伊俱b施が來�

し、賜姓。
A 怨 221 下

37

乾元 2

(759)

以�

李國臣 安國臣
朔方の將となり、勞を積み雲

麾大將軍に�され、賜姓。
B 怨 136

38
乾元 2

(759)
李忠臣 董秦


思�に捕まるも脫出し、�

に再歸屬。開府儀同三司、殿

中監同正、隴西郡公となり、

姓名を賜る。

A 舊 145／< 221

39
寶應 1

(762)
李寶臣

張忠志 (張

d 高 の 假

子)

奚

安
軍から投影し、開府儀

同三司、檢校禮部尙書、恆

州刺
 (成德R度+) とな

り、賜姓名する。

A

舊 11・142 ／

怨 75 下・211

／< 222(※ 3)

40
大曆 5

(770)頃
李嘉勳

尙可孤→魚

智德

鮮卑宇�

の別種

魚�恩の假子であったが、

�恩が死んだ後、賜姓名。
D 舊 144 ／怨 110

41
大曆 7

(772)
李元忠 曹令忠

吐蕃から北庭を守り賜姓。

怨 137は建中 2 年 (781) と

する。

B
舊 11・120／

怨 137

42
貞元 3

(787)
李元諒

安元光→駱

元光

K涼のgで功あり。母の喪

の後、右金吾衞上將軍で官

に復歸し、賜姓名。

B 舊 144 ／怨 156

43
貞元 5

(789)
李承緖 茹燕八八 渤海靺鞨

李懷光の功で、懷光の外孫に懷

光を繼ぐことを�めて、賜姓名。
D

舊 13・121 ／怨

224上／< 233

44
元和 3

(808)
李 索低〔氐〕 奚

奚の首領索低を右武衞將軍

同正とし、檀・薊州�奕兵馬

+をEけ、賜姓。

A
舊 199下／怨

219

45

元和 4

(809)
(※ 4)

李 沒辱孤 奚
奚の首領沒辱孤にK州游弈

兵馬+をEけ、賜姓。
A 怨 219

46
元和 6

(811)
李光W 阿跌 稽

元和 4年 (809) 王承宗のS

を鎭壓するのに功があり、6

年 (811) に銀靑光祿大夫、

檢校工部尙書、單于大都護、

振武R度+となり、賜姓。

B
舊 14・161／

怨 75 下・171

47
長慶 2

(822)
李'略 王日鯵

l臣田弘正を殺した功で橫

海軍R度+となり、賜姓名。
B 舊 16・143

48

會昌 2

(842)
(※ 5)

李思忠 嗢沒斯 廽鶻

廽鶻の 3部が�に影伏し、溫

沒斯には、歸義軍+、懷�郡

王をあたえ、その特勤 (<治

=鑑では弟) たちに賜姓。

A

舊 18上・195

／怨 217下／

< 246

49 李思貞 阿歷荏 廽鶻 A
舊 195／怨 217

下／< 246

50
李思義 〔思惠〕
(※ 6)

q勿啜 廽鶻 A
舊 195／怨 217

下／< 246

51
李思禮 〔思恩〕
(※ 7)

烏羅思 廽鶻 A
舊 195／怨 217

下／< 246

52 李弘順
�耶勿弘順
(※ 8)

廽鶻

ウイグルの宰相�耶勿を歸

義軍副+、檢校右散騎常侍

とし、賜姓名。

A
舊 18上・195／

怨 217下
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53

會昌 2

(842)

以影

李茂勳
廽鶻阿布

思

會昌 2 年 (842) 張仲武が廽

鶻を破り、李茂勳は本部の諸

侯王と共に影伏。その後武功

から賜姓名。

B
舊 180／怨 212

／< 252

54
咸= 8

(867)
李 卑籠部

南詔との國境西川で六姓蠻

を伐つ時に卑籠部は�に協

力し、この地域の刺
に任

ぜられ、賜姓。

A < 250

55
咸= 11

(870)
李國昌 朱r赤心 沙陀

龐勛の亂で武功をあげ、大

同郡R度+を拜し、q王屬

籍と里第を得て、賜姓名。

B

舊 19上／怨 75

下・218 ／ <

251

56
中和 2

(882)
李思恭 拓拔思恭 党項

黃巢の亂で功あり、京城西

面都瓜、檢校司空、同中書

門下K違事に加えて太子太

傅・夏國公となり、賜姓。

B 怨 221 上

57
光w 2

(886)
李茂貞 宋�=

朱珠の亂で功があり、武定

軍R度+となり、賜姓名。
B < 256

58
�德 1

(888)
李順R

胡弘立→楊

守立

宦官楊復恭の養子。昭宗に

よって、復恭を]けるため

に鎭海郡R度+、同K違事

をEけられ、賜姓名。

C
舊 184 ／怨 208

／< 258

59
天復 1

(901)
李繼昭 孫德昭

昭宗を監禁した劉季営を捕

らえ、檢校太保、同中書門

下K違事、靜海R度+とな

り、賜姓名。

C 怨 208 ／< 262

60 李繼誨 周承誨

昭宗を監禁した劉季営を捕ら

えた功により邕州刺
、邕管

R度經略+、(嶺南西GR度

+)、K違事となり賜姓名。

C < 262

61 李彥弼 董從實

昭宗を監禁した劉季営を捕

らえた功により、容州刺
、

容管R度等+ (z寧R度

+)、K違事となり、賜姓。

C 怨 208 ／< 262

62

天復 2

(902)

以�

李儼 張仕吳

張濬の子。朱'忠を討たせ

る際の記事に賜姓されてい

たことが記される。

D < 263

63 不� 李嘉慶 茹常
渤海

靺鞨

功によって賜姓。李懷光の

父。<治=鑑は李懷光の功

で賜姓とする。

B
舊 121／怨 224

上／< 223

舊=舊�書、怨=怨�書、<=<治=鑑。續く數字は卷數。武・韋時代は李姓が賜與された事例が見られ

ない代わりに武・韋姓が與えられているため、ここでは武・韋姓の賜姓を含めた。また、本表は賜姓され

た本人のみを列擧した (その親族や子孫は不揭載)。なお、怨 206 によると賀蘭敏之は 671 年以�に賜武

姓であるが、武氏の相續問題に}因する賜姓のためここでは除く。(※ 1) 名を舊 1 は孝眞とするが、舊

56・怨 87では季眞とする。(※ 2) 舊 187下は天寶 12歲 (753)、< 216 は天寶 11歲 (752) 3�とする。

(※ 3) < 225 によると大曆 13年 (778) に張への復姓が�められ、� 14年再度賜姓された。(※ 4) 怨

219では元和元年 (805) のことに見えるが、ここでは册府元龜卷 964に從う。(※ 5) 舊 18上・< 246 で

は會昌 2 年 (842)、舊 195 では會昌 3年 (843) とする。(※ 6・7) 舊 195 では思惠・思恩、< 246 では思

義・思禮とする。また舊 195 に烏羅思の名は見えない。(※ 8) 舊 195 は愛耶勿、< 246 は愛r勿とする。
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【表 2】 關係年表
(A李	玉［704〜777］、B李國臣、C李國珍［723〜784］、D李元諒［727 (732)〜793］、E李元忠、

F李	眞［733〜794］)

皇/ 年 Nなことがら

704 長安 4
A李	玉、出生。
B(父安令R (？) 死� (60 才) ※「安令R墓誌」(神龍元年 (705)
作成：氣賀澤№2341) より、安國臣が安令Rの子と假定。)

玄

宗

721 開元 9 六胡州の亂

723 開元 11 C李國珍、出生。天寶年閒に忠勇で昇Wし、武藝で名を知られる。

727 開元 15
D 李元諒、出生 (墓誌：67 才死�說)。幽・易・薊州周邊で職に就
き、のち長安に行き、駱奉先の養子となる (年數不詳)。

732 開元 20 D李元諒、出生 (舊 144：62才死�說)。

733 開元 21 F李	眞、出生。

742 天寶 1
B李國臣、折衝するを以て魚海五城を從收。その後、中郞將→朔方
の將→雲麾大將軍→賜姓 (年數不詳)。

755 天寶 14
安
の亂 (11�〜763年)
A李	玉、河西の戰いに功あり。玄宗より名を賜る (天寶末年：安

の亂勃發�)。

肅

宗

756 至德 1 玄宗蒙塵し、肅宗が靈武で卽位。

757 至德 2
安祿山殺される。九姓商胡安門物が武威で反亂 (正�)。

A李	玉、李姓を賜る (5�)。右羽林軍大將軍、知軍事、陳q潁亳
R度+。

758 乾元 1
A李	玉、李光弼の�俾となる (※怨 138では天寶年閒)。
C李國珍、肅宗に仕え、このころ賜姓名。

759 乾元 2

安慶緖殺される。
A李	玉、鴻臚卿員外置同正員、持Rq州諸軍事、q州刺
、攝御

中丞 (9�)：q陳潁亳四州R度 (9 or 4�〜761 年)：李光弼の
命で河陽南城を守る。
B李國臣、李光弼に從い、河陽の戰いに參加。臨川郡王 (765 年の
可能性もあり)。

760 上元 1 E李元忠、郭昕・沙陀・迴鶻と協力して吐蕃から北庭を守る。

761 上元 2

思�殺される。
A李	玉、河陽を守るも、安
軍に敗れる (2�)。
D李元諒、太子詹事より鎭國軍副+となる。

代

宗

762 寶應 1

A李	玉、澤潞R度+：澤州に入寇した
�義を]ける (4�)：ウ
イグル・僕固懷恩らと
�義を討つ (10�)：薛嵩が李	玉に影

る (11�)。
C李國珍、代宗擁立で射生軍として貢獻し寶應功臣。
F李	眞、汾州別駕。

763 廣德 1


�義が死�し安
の亂が�わる (1 �)。吐蕃が長安に�入 (10
�)。
A李	玉、檢校司空・武威郡王 (6�)：兵部尙書：吐蕃から長安を
守る。
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代

宗

764 廣德 2

僕固懷恩の亂 (9�〜765 年)。吐蕃、涼州を占領。
A 李	玉、司徒、鳳ã秦隴臨洮已東觀察+、南G=和吐蕃+ (9
�)：南山の群盜を討つ (11�)。

B李國臣、同州に�入した党項を澄城で擊つ：吐蕃と戰う郭晞の後
繼を擔う。
F李	眞、對僕固懷恩として朔方兵の利用を上奏 (1�)：殿中少監
(2�)：陳q澤潞R度留後。

765 永泰 1

A李	玉、鳳ã隴右R度+ (1�〜777年)：司徒を讓り、左僕射、同K
違事 (3�)：鳳ãに屯す (9�)：僕固軍の羌・渾が李	玉に影伏。
B李國臣、郭子儀の下で涇陽を守る：臨川郡王 (閏 10�：759年の
可能性もあり)。
F李	眞、陳q澤潞R度留後、澤州刺
に澤潞R度副+を�ねる (1
�)。

766 大曆 1 A李	玉、釋奠の儀式に參加 (2�・8�)。

767 大曆 2

A 李	玉、來� (8 �・12 �)：僕射を辭す。鳳ãR度+も辭する
が、許されず (8�)。

F 李	眞、懷州刺
に轉じ、懷州澤潞觀察+留後に復歸。御
中
丞・左散騎常侍。

代

宗

768 大曆 3 A李	玉、李晟を吐蕃討伐に�る (9�)。

770 大曆 5
A李	玉、)梁州事、山南西GR度+ (1�〜771 年)：河西、隴右、
山南西G副元帥 (1�)：盩厔に移鎭 (2�)

771 大曆 6 A李	玉、山南西G副元帥をやめる (2�)。

772 大曆 7 E李元忠、北庭都護の曹令忠、姓名を賜う (8�)。

773 大曆 8
B李國臣、吐蕃との戰いに貢獻し、鹽州刺
 (※怨 155 は大曆 7年
とする)。

774 大曆 9
A 李	玉、入� (2 �)：吐蕃を高郡 (高壁) にて食い止める (4
�)：決�軍、楊�の兵を瓜�する。

775 大曆 10
A李	玉、吐蕃が隴州に入寇するも、擊]する (9�)。
F李	眞、磁州を攻めた田承嗣の將盧子�を討つ。

776 大曆 11
F李	眞、昭義R度+の李承昭が病となり、澤潞行軍司馬の李	眞
が磁・邢州兵馬留後を權知する (12�)。

777 大曆 12
A李	玉、死� (74才)、贈太保 (3�) 諡は昭武。
F李	眞、李	玉が死�し、後を繼いで澤潞留後となる (3�)。

德

宗

780 円中 1
F李	眞、檢校工部尙書・潞州長
、澤潞磁邢觀察+：昭義軍R度
荏度營田+ (2�)。

781 円中 2

成德R度+の李寶臣が死�し、河朔三鎭の反亂が}こる。
E李元忠、郭昕と共に�った+Rが�廷につく (7�※舊 40 は円中
1 とする)。北庭大都護、四鎭R度留後 (怨 137)、寧塞郡王 (<
227)、となり姓名を賜る。
F李	眞、臨洺縣で田悅軍を破る (7�)：檢校兵部尙書となる (12
�)。
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德

宗

782 円中 3
F李	眞、洹水で田悅軍を破り、魏州にW攻 (閏正�)：檢校右僕射
(5�)：魏州周邊で攻防戰 (6〜7�)：兵を分けて趙州の康日知を
救�。

783 円中 4

涇原兵、朱泚を立てて長安を占據 (10�)。
D李元諒、朱泚への僞符を李�から沒收した功により、華州刺
と
なる (11�〜793年)。

F 李	眞、魏縣に屯す：王武俊の說得のために賈林を�わす (6
�) ：臨洺まで]き屯す (9�)。

784 興元 1

李懷光、Sす (2�)。
C李國珍、死� (62才)。
D李元諒、朱泚の亂で長安を奪� (5�)：檢校尙書右僕射 (6�)：
李懷光の亂鎭壓に參加 (7�)。

E李元忠、右僕射を加えられる (5�)。
F李	眞、入�し上奏。檢校左僕射、K違事 (正�)：王武俊と義兄
弟となる (4�)：朱滔を涇城の東南にて破る (5�)：檢校司空。

785 貞元 1
李懷光自殺、一聯の反亂が�わる (8�)。
D李元諒、徐庭光を討伐 (8�)：冬至の上/祭祀に參加 (11�)。
F李	眞、京師へ參內 (2�)：冬至の上/祭祀に參加 (11�)。

786 貞元 2

吐蕃、敦煌を占領。
D李元諒、對吐蕃で咸陽にて鎭す (7 or 8�)：鹽・夏・靈方面へ�
入した吐蕃と戰う。

E李元忠、死� (5�)。贈司空。

787 貞元 3
D李元諒、鹽・夏州で吐蕃に�利 (2�)：K涼のgに う戰¡で活
�し、姓名を賜る (7�)：華州に歸る (11�)。

F李	眞、對吐蕃の出兵を5¢されるも、固辭 (閏 5�)。

788 貞元 4
D李元諒、華州潼關 (鎭國) R度+に隴右R度 (荏度營田觀察) +、
臨洮軍+を�ね、良原城を築く。

F李	眞、女學士尙宮宋氏を德宗に推薦。

793 貞元 9
D李元諒、良原にて死� (67才) (11�)。
F李	眞、德政碑が作られる。

794 貞元 10
F李	眞、影官を申し出て、檢校左僕射 (正�)：62歲にて死� (6
�)：埋葬 (10�)。

本表は、舊�書 (=舊)・怨�書 (=怨)・<治=鑑・各人の墓誌などを利用して作成した。煩雜さを

囘Cするため、典據は特に問題となる箇Mのみ揭載した。



ド
人
﹂
が
生
き
た
時
�
は
い
ず
れ
も
八
世
紀
で
あ
り
︑
賜
姓
の
時
�
は
安


の
亂
以
影
で
あ
っ
た
︒
�
王
�
に
よ
る
賜
姓

(︻
表
1
︼
)
も
ソ
グ

ド
人
の
存
在
﹇
福
島
二
〇
一
七
：
三
六
頁
﹈
も
�
代
を
=
じ
て
見
ら
れ
る
が
︑
ソ
グ
ド
人
へ
の
賜
姓
は
こ
の
時
�
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
り
︑
�
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
の
1
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
ソ
グ
ド
人
へ
の
賜
姓
は
︑
そ
の
時
�
か
ら

見
て
︑
本
稿
冒
頭
で
想
定
し
た
よ
う
に
﹁
�
�
ソ
グ
ド
人
﹂
の
子
孫
の
墓
誌
が
減
少
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る(10

)
︒

こ
れ
ら
五
人
の
﹁
賜
姓
ソ
グ
ド
人
﹂
の
う
ち
︑
以
下
で
は
李
	
玉
と
そ
の
從
父
弟
で
後
繼
者
の
李
	
眞
に
1
目
し
た
い
︒
そ
れ
は
︑
後
営
す

る
よ
う
に
李
	
玉
・
	
眞
が
代
々
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
瓜
括
し
た
武
威
安
氏
の
出
身
で
あ
っ
て
︑
中
國
に
移
#
し
た
ソ
グ
ド
商
人

(
�
�
ソ
グ
ド

人
)
を
代
表
す
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
李
	
眞
は
︑
德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
の
三


料
が
£
う
人
物
で
あ
っ
て
︑

こ
の
こ
と
は
ソ
グ
ド
人
'
體
か
ら
見
て
も
數
名
に
限
ら
れ
る
非
常
に
惠
ま
れ
た
事
例
だ
か
ら
で
も
あ
る(11

)
︒
以
下
で
は
︑
李
	
玉
・
	
眞
の
動
向

だ
け
で
な
く
︑
各


料
の
性
質
を
ふ
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
0
報
を
得
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
見
た
い
︒

二
．
李
	
玉
と
賜
姓

(一
)
涼
州
武
威
の
安
氏

先
営
し
た
よ
う
に
︑
李
	
玉
と
そ
の
從
父
弟
の
	
眞
は
︑
ソ
グ
ド
人
の
名
門
﹁
武
威
の
安
氏
﹂
の
出
身
で
あ
る

(︻
圖
1
︼
)
︒
ま
ず
︑
こ
の

一
族
に
つ
い
て
見
れ
ば
︑
彼
ら
の
一
族
は
遲
く
と
も
北
周
に
は
河
西
囘
�
の
中
心
都
市
で
あ
っ
た
涼
州
武
威
に
定
#
し
︑
ソ
グ
ド
人
が
 
易
の

た
め
に
形
成
し
た
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
瓜
括
す
る
﹁
/
寶
﹂
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
﹇
榮
怨
江
二
〇
〇
一
：
七
二
頁
・
吳
玉
貴
一
九
九
七
：
三

〇
〇
頁
﹈︒
こ
の
安
氏
を
名
族
と
し
た
の
は
︑
安
興
貴
・
安
修
仁
の
兄
弟
で
あ
る
︒
隋
末
の
混
亂
�
︑
兄
の
興
貴
が
�
の
初
代
皇
/
と
な
る
李

淵
に
仕
え
る
一
方
で
︑
弟
の
修
仁
は
涼
州
を
據
點
と
し
た
群
雄
李
軌
の
重
臣
で
あ
っ
た
︒
�
の
勢
力
が
安
定
し
始
め
る
と
︑
彼
ら
は
李
軌
を
倒

し
︑
涼
州
勢
力
を
引
き
連
れ
て
�
王
�
に
歸
屬
し
︑
�
の
功
臣
と
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
彼
ら
が
 
易
だ
け
で
な
く
︑
武
人
と
し
て
活
動
し

― 112 ―

662



― 113―

663

本
家
系
圖
は
、「
李
	
眞
墓
誌
」
の
他
に
以
下
を
も
と
に
作
成
し
た
。『

怨
�
書
』
卷
75
下
、
宰
相
世
系
表
［
p
p
.3
44
5-
34
48
］
、『
元
和
姓
纂
』
卷
4［
第
1
册
、
p
p
.5
00
-5
02
］
、『
舊
五
代


』

卷
18
、
李
振
傳
［
p
.2
51
］
、「
安
元
壽
墓
誌
」［
氣
賀
澤
N
o.
24
80
］
、「
安
元
壽
妻
翟
氏
墓
誌
」［
氣
賀
澤
N
o.
49
08
］
、「
安
忠
敬
碑
」［
『
�
苑
英
華
』
卷
91
7、
p
p
.4
82
8-
48
29
］
、「
翟
舍

集
墓
誌
」［
氣
賀
澤
N
o.
48
79
］
、「
李
景
裕
妻
王
循
墓
誌
」［
氣
賀
澤
N
o.
97
15
］
。
(※
1・
2)
祖
父
は
�
ら
か
で
あ
る
が
、
父
の
名
が
不
�
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
父
を
□
で
示
し
た
。

【
圖
1】
武
威
安
氏
一
族
家
系
圖



て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
﹇
山
下
二
〇
〇
五
・
蘇
航
二
〇
〇
五
﹈︒
安
興
貴
の
息
子
安
元
壽
は
︑
太
宗
李
世
民
の
昭
陵
に
陪
葬
さ
れ
る
名
譽

を
得
た
人
物
で
︑
�
に
仕
え
る
一
方
で
馬
を
育
成
し
︑
そ
の
馬
を
商
品
と
し
て
も
 
易
の
手
段
と
し
て
も
利
用
し
た
 
易
活
動
を
續
け
て
い
た

と
み
ら
れ
る
﹇
山
下
二
〇
〇
八
・
森
安
二
〇
〇
七
：
一
三
五
～
一
三
六
頁
・
福
島
二
〇
一
一
：
一
五
六
～
一
五
七
頁
﹈︒
こ
の
安
元
壽
か
ら
三

世
代
後
が
︑
一
族
の
轉
奄
點
と
な
る
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
李
	
玉
と
そ
の
從
父
弟
の
	
眞
で
あ
る
︒

(二
)
賜
姓
ソ
グ
ド
人
李
	
玉

至
德
二
載

(七
五
七
)
五
�
に
行
わ
れ
た
李
	
玉
の
賜
姓
に
つ
い
て
は
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三
二
︑
李
	
玉
傳

(
三
六
四
六
頁
)
に
代
宗
卽
位

(七
六
二
年
)
の
後
の
上
言
と
し
て
?
の
よ
う
に
あ
る
︒

	
玉
上
言
す
る
に
﹁
臣
の
貫
涼
州
に
屬
し
︑
本
の
姓
は
安
氏
︑
祿
山
の
�
禍
す
る
を
以
て
︑
與
に
姓
を
同
じ
く
す
る
を
恥
じ
︑
去
る
至
德

二
載
五
�
︑
恩
を
蒙
り
姓
の
李
氏
を
賜
わ
る
に
︑
今
︑
¢
う
ら
く
は
貫
を
割
き
て
京
兆
府
長
安
縣
に
屬
さ
ん
﹂
と
︒
之
を
許
し
︑
是
に
因

り
て
宗
を
擧
げ
て
竝
び
に
國
姓
を
賜
わ
る
︒

李
	
玉
は
反
亂
を
}
こ
し
た
安
祿
山
と
同
姓
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
て
︑
自
ら
賜
姓
を
§
ん
だ
と
い
う
︒
先
営
し
た
よ
う
に
賜
姓
の
分
類
A
B

C
の
ど
の
タ
イ
プ
で
も
な
い
の
で
︑
分
類
D
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
來
賜
姓
は
功
績
の
あ
る
者
に
行
わ
れ
る
の
で
︑
た
と
え
李
	
玉
の

よ
う
に
自
ら
§
ん
だ
と
は
い
え
︑
�
王
�
に
對
す
る
貢
獻
が
な
い
賜
姓
は
考
え
に
く
い
︒
そ
こ
で
�
王
�
が
賜
姓
し
た
背
景
を
探
る
た
め
に
當

時
の
0
勢
を
鯵
單
に
見
て
み
た
い
﹇
森
安
二
〇
〇
二
﹈︒
天
寶
一
四
載

(七
五
五
)
一
一
�
︑
安
祿
山
が
范
陽
で
�
王
�
に
反
旗
を
¨
し
安



の
亂
が
勃
發
︒
安


軍
は
一
二
�
に
は
洛
陽
を
︑
天
寶
一
五
載

(七
五
六
)
六
�
に
は
潼
關
を
破
り
︑
長
安
に
©
っ
た
︒
そ
こ
で
玄
宗
は
蜀

(四
川
)
へ
︑
皇
太
子
李
亨
は
靈
武

(
寧
夏
銀
川
)
へ
と
ª
れ
た
︒
七
�
︑
李
亨
が
靈
武
で
卽
位

(=

肅
宗
)
し
た
後
︑
�
軍
は
ウ
イ
グ
ル
を
は

じ
め
︑
河
西
・
安
西
・
西
域
の
兵
を
集
め
て
立
て
直
し
を
は
か
っ
た
︒
一
方
︑
安


軍
で
は
至
德
二
載

(七
五
七
)
元
旦
に
安
祿
山
が
洛
陽
で

息
子
の
安
慶
緖
に
殺
さ
れ
︑


思
�
が
分
離
獨
立
す
る
︒
二
�
︑
肅
宗
は
長
安
奪
�
を
目
指
し
て
︑
鳳
ã

(陝
西
鳳
ã
)
に
W
出
し
た
︒
こ
の
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よ
う
な
安


の
亂
の
�
中
の
至
德
二
載
五
�
に
李
	
玉
は
李
姓
を
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
1
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
賜
姓
の
直
�
の
至

德
二
載
の
正
�
に
李
	
玉
の
本
據
地
武
威
で
勃
發
し
た
大
規
模
反
亂
で
あ
る
︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
︑
肅
宗
本
紀
︑
至
德
二
載
﹇
二
四
五
頁
﹈・

﹃
<
治
=
鑑
﹄
卷
二
一
九
︑
�
肅
宗
至
德
二
載
﹇
七
〇
一
五
頁
﹈
そ
し
て
﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
七
七
四
﹇
四
〇
七
六
～
四
〇
七
七
頁
﹈
の
﹁
大
�

河
西
K
胡
U
德
頌
幷
序(12

)
﹂
に
記
さ
れ
た
反
亂
の
經
雲
を
ま
と
め
れ
ば
?
の
=
り
と
な
る
︒

至
德
二
載
正
�
丙
寅

(一
七
日
)
︑
九
姓
商
胡

(ソ
グ
ド
商
人
)
の
安
門
物
と
河
西
兵
馬
+
の
蓋
庭
倫
ら
が
R
度
+
の
周
泌
を
殺
し
︑
六
萬
人

を
集
め
︑
武
威
の
大
城
の
中
の
七
つ
の
小
城
の
う
ち
五
城
を
占
據
し
た
︒
反
亂
鎭
壓
の
命
を
�
け
た
崔
稱
と
劉
日
怨
は
︑
殘
り
二
城
の
兵
を
中

心
に

(武
威
城
の
？
)
東
郊
に
兵
を
集
結
さ
せ
て
一
氣
に
鎭
壓
し
た(13

)
︒
な
お
︑
反
亂
鎭
壓
に
際
し
て
�
�
は
莫
大
な
<
產
を
接
收
し
た
と
い
う(14

)
︒

こ
の
反
亂
に
つ
い
て
森
安
﹇
二
〇
〇
七
：
三
三
二
頁
﹈
は
﹁
亂
の
首
謀
者
の
一
人
で
あ
る
安
門
物
が
�
ら
か
に
ソ
グ
ド
商
人
で
あ
り
︑
反
亂

軍
の
中
心
が
胡
で
あ
る
こ
と
か
ら
)
斷
し
て
︑
こ
れ
が
安


の
亂
に
無
關
係
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
安
門
物
が
�
い
た
の
も
⁝
⁝
﹁
涼

州
の
ソ
グ
ド
人
軍
團
﹂
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ず
︑
お
そ
ら
く
こ
れ
が
安


の
亂
に
合
液
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
す
る
︒
こ
の
安

門
物
の
亂
の
直
後
に
︑
代
々
武
威
の
ソ
グ
ド
人
を
瓜
�
し
て
い
た
李
	
玉
が
賜
姓
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
賜
姓
に
こ
の
反
亂
が
影
�
し
た

と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
上
営
し
た
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
李
國
臣
・
李
國
珍
は
︑
本
貫
が
李
	
玉
の
本
據
地
で
あ
る
河
西
・
武
威
で

あ
り
︑
そ
の
賜
姓
の
時
�
が
李
	
玉
と
ほ
ぼ
同
時
�
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
彼
ら
三
人
の
賜
姓
が
無
關
係
だ
と
は
考
え
難
い
︒
特
に
李
國
臣
は
︑

涼
州
武
威
の
南
︑
靑
海
の
北
に
位
置
し
吐
蕃
と
の
抗
爭
地
で
あ
っ
た
魚
海
の
五
城
を
收
め
る
の
に
功
績
が
あ
り(15

)
︑
そ
の
後
に
靈
州
に
置
か
れ
た

朔
方
R
度
+
下
の
武
將
と
な
っ
て
い
る
が
︑
彼
の
活
動
地
域
は
武
威
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
李
	
玉
と
李
國
臣
と
は
︑
賜
姓
直

後
に
李
光
弼
の
下
で
安


軍
と
戰
っ
て
い
る
點
も
共
=
し
て
い
る
︒
先
営
し
た
よ
う
に
︑
隋
末
�
初
以
影
︑
武
威
の
安
氏
は
ソ
グ
ド
人
聚
落
を

�
い
て
軍
事
活
動
を
行
っ
て
い
た
︒
�
代
の
賜
姓
の
事
例
を
參
考
に
す
れ
ば
︑
	
玉
の
賜
姓
は
︑
彼
が
自
ら
§
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
原
因
の
一

つ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く
そ
の
實
宴
は
李
國
臣
・
李
國
珍
の
よ
う
に
武
威
の
胡
人
勢
を
�
い
て
�
へ
歸
順
し
た
こ
と
に

對
す
る
賜
姓

(分
類
A
)
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
安


の
亂
で
洛
陽
・
長
安
を
失
い
︑
太
原
で
激
し
い
攻
防
戰
が
行
わ
れ
る
中
︑
�
王
�
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が
長
安
を
奪
�
し
王
�
を
立
て
直
す
た
め
に
は
︑
靈
州
お
よ
び
河
西
が
戰
略
上
の
5
地
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る(16

)
︒
李
	
玉
�
い
る
武
威
の
ソ
グ

ド
人
勢
力
を
味
方
と
す
る
こ
と
は
︑
�
王
�
に
と
っ
て
賜
姓
す
る
に
値
す
る
重
5
な
出
來
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
方
︑
先
営
の
﹃
舊
�
書
﹄
に
見
え
る
李
	
玉
の
賜
姓
の
記
事
に
は
︑
本
貫
の
移
動
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
李
	
玉
は
賜
姓
だ
け
で

は
な
く
︑
代
宗
の
卽
位
後
に
本
貫
の
長
安
へ
の
移
動
も
願
い
求
め
︑
そ
の
結
果
一
族
で
李
姓
を
賜
っ
た
と
さ
れ
る
︒
お
そ
ら
く
賜
姓
だ
け
で
は

な
く
︑
本
貫
の
移
動
も
こ
の
時
に
一
族
£
っ
て
叶
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
彼
ら
安
氏
一
族
が
涼
州
武
威
を
離
れ
る
こ
と
は
︑
彼
ら
に
と
っ
て

は
武
威
と
い
う
西
域
と
中
華
を
繫
ぐ
地
理
%
に
(
利
な

境
で
代
々
行
っ
て
き
た
 
易
活
動
を
放
棄
す
る
こ
と
を
︑
そ
し
て
當
地
の
ソ
グ
ド
人

聚
落
に
と
っ
て
は
重
5
な
荏
D
を
失
う
こ
と
を
7
味
し
て
い
る
︒
彼
ら
が
こ
の
よ
う
な
重
大
な
變
�
を
自
ら
®
擇
し
た
背
景
に
は
當
時
の
國
際

0
勢
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
ま
ず
吐
蕃
の
河
西
W
出
で
あ
る
︒
安
氏
が
本
貫
を
移
動
し
た
二
年
後
の
廣
德
二
年

(七
六
四
)
に
は
涼

州
が
︑
貞
元
二
年

(七
八
六
)
に
は
敦
煌
が
吐
蕃
の
手
に
落
ち
﹇﹃
元
和
郡
縣
圖
志
﹄
卷
四
〇
︑
一
〇
一
八
頁
・
森
安
一
九
七
九
：
二
七
四
頁

書
後
3
﹈︑
�
が
河
西
'
體
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
�
と
西
域
諸
國
と
の
 
=
が
�
斷
さ
れ
た
と
い
う
﹇﹃
<
治
=
鑑
﹄
卷
二
三
二
︑
�
德
宗

貞
元
三
年
︑
七
四
九
二
～
七
四
九
三
頁
﹈︒
さ
ら
に
︑
こ
の
八
世
紀
中
葉
は
ソ
グ
ド
人
の
故
鄕
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
が
ア
ッ
バ
ー
ス
�
の
荏
�
下
に

入
り
本
國
の
荏
�
體
制
も
變
�
し
た
時
�
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
變
動
す
る
國
際
0
勢
の
中
で
︑
武
威
の
安
氏
は
ソ
グ
ド
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
收
集
し
た
0
報
を
分
析
し
自
ら
の
位
置
づ
け
を
考
慮
し
た
上
で
︑
西
域
と
中
華
と
を
繫
ぐ
從
�
ど
お
り
の
 
易
活
動
が
で
き
な
い
と
)

斷
し
て
︑
本
貫
の
移
動
を
申
し
出
た
と
考
え
ら
れ
よ
う(17

)
︒

以
上
か
ら
︑
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
瓜
括
す
る
存
在
で
あ
っ
た
武
威
の
安
氏
の
賜
姓
と
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
安


の
亂
・
安
門
物
の
反
亂
・
安
氏

の
本
貫
の
移
動
・
吐
蕃
の
河
西
占
領
の
一
聯
の
出
來
事
は
︑
武
威
安
氏
が
中
心
と
な
っ
て
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
據
點
と
し
て
行
っ
て
き
た
 
易
活

動
の
�
焉
を
7
味
す
る
出
來
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
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三
．
李
	
眞
に
關
す
る


料

︱
︱
德
政
碑
・
列
傳
・
墓
誌
の
比
�

︱
︱

安


の
亂
以
後
︑
武
將
と
し
て
�
に
貢
獻
し
た
李
	
玉
が
大
曆
一
二
年

(七
七
七
)
に
死
�
す
る
と
︑
そ
れ
ま
で
	
玉
の
副
官
と
し
て
補
佐

し
て
い
た
李
	
眞
が
後
を
繼
い
で
昭
義
軍
R
度
+
と
な
っ
た
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
李
	
眞
に
關
す
る
三


料
を
提
示
・
比
�
す
る
こ
と
で
︑
本

據
地
の
涼
州
武
威
を
離
れ
た
後
の
彼
ら
の
活
動
の
樣
相
に
©
り
た
い
︒
李
	
眞
に
關
す
る
三


料
は
以
下
の
=
り
で
あ
る
︒

【
�
料
1
︼
德
政
碑(18

)

作
成
年
：
記
載
な
し

(貞
元
五
～
八
年

(七
八
九
～
七
九
二
)
に
円
立
を
上
奏(19
)

)
︒

�
者
：
董
晉(20

)

書
者
：
班
宏(21

)

篆
額
者
：
韓
秀
弼(22

)

サ
イ
ズ(23

)
：
縱
一
丈
四
尺

(四
．三
六
m
)
︑
橫
七
尺
四
寸

(二
．三
m
)
﹇﹃
金
石
萃
�
﹄﹈

�
字
數
：
二
八
行
︑
�
大
五
四
字
︒
行
書
︒

發
見
の
經
雲
：
至
正
五
年

(一
三
四
五
)
冬
︑
潞
州
知
州
の
張
野
仙
に
よ
っ
て
岱
嶽
¦
の
瓦
礫
中
か
ら
發
見

M
藏
：
山
西
省
長
治
市

(解
放
西
街
)
の
長
治
一
中

【
�
料
2
︼
墓
誌(24

)

埋
葬
年
�
日
：
貞
元
一
〇
年

(七
九
四
)
一
〇
�
九
日

�
者
：
穆
員(25

)

サ
イ
ズ
・
�
字
數
：
不
�

(未
發
掘
の
た
め
)
︒

【
�
料
3
︼
列
傳

�
代
の
正


は
﹃
舊
�
書
﹄
(後
晉
開
¯
二
年

(九
四
五
)
成
立
︑
劉
昫
等
�
)
と
﹃
怨
�
書
﹄
(北
宋
嘉
祐
五
年

(
一
〇
六
〇
)
成
立
︑
歐
陽
脩
等

�
)
の
二
種
類
が
あ
り
︑
兩
方
に
李
	
眞
の
列
傳
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
﹇﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三
二
︑
李
	
眞
傳
︑
三
六
四
七
～
三
六
五
〇
頁
・
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﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
三
八
︑
李
	
眞
傳
︑
四
六
二
〇
～
四
六
二
三
頁
﹈︒
本
稿
で
は
︑
德
政
碑
・
墓
誌
の
作
成
年
代
に
よ
り
�
い
時
�
に
作
ら
れ
た

﹃
舊
�
書
﹄
の
李
	
眞
傳
を
比
�
の
對
象
と
す
る(26

)
︒
ま
た
︑
±
宜
%
に
中
華
書
局
の
標
點
本
に
附
け
ら
れ
た
段
落
を
利
用
す
る
︒

(一
)
記
載
內
容
の
�
成

こ
れ
ら
三


料
の
記
載
の
差
衣
を
見
る
た
め
に
︑
各


料
の
�
成
を
示
せ
ば
︻
表
3
︼
の
よ
う
に
な
る
︒
德
政
碑
の
	
眞
の
功
績
・
墓
誌
の

墓
N
の
生
涯
・
列
傳
の
	
眞
の
生
涯
の
部
分
の
�
成
に
1
目
す
れ
ば
︑
墓
誌
と
列
傳
の
�
成
は
︑
僕
固
懷
恩
の
亂
・
田
悅
と
の
戰
い
・
朱
泚
の

亂
と
王
武
俊
の
說
得
と
そ
の
內
容
�
成
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
一
方
︑
德
政
碑
は
︑
昭
義
軍
下
で
の
李
	
眞
の
善
政
の
記
事
が
分

量
%
に
�
も
多
く
︑
河
朔
三
鎭
の
亂
に
つ
い
て
は
觸
れ
て
い
な
い
︒
李
	
眞
が
就
任
し
た
官
職
も
當
地
に
關
聯
す
る
も
の
が
中
心
で
︑
反
亂
鎭

壓
の
功
績
で
得
た
中
央
官
は
省
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
こ
の
碑
が
當
地
の
繁
榮
を
築
い
た
李
	
眞
の
德
政
を
顯
頴
す
る
目
%
で
円
て
ら
れ
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
德
政
碑
は
︑
後
営
す
る
よ
う
に
�
王
�
の
�
可
を
�
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
�
者
・

書
者
・
篆
額
者
は
い
ず
れ
も
敕
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
公
%
な
も
の
で
あ
る
︒

(二
)
獨
自
の
記
事
か
ら
見
た


料
の
差
衣

以
下
で
は
︑
內
容
�
成
が
一
致
し
て
い
る
墓
誌
と
列
傳
に
お
い
て
︑
共
=
性
を
持
た
な
い
獨
自
の
記
事
を
見
る
こ
と
で
各


料
の
差
衣
を
�

ら
か
に
し
た
い
︒

・
墓
誌
の
み
に
見
え
る
記
事

墓
誌
だ
け
に
見
え
る
記
事
と
し
て
�
も
特
³
%
で
重
5
な
の
は
︑
43
～
47
行
目
の
夫
人
・
子
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
特
に
夫
人
の

記
載
を
見
た
い
︒
李
	
眞
は
二
人
の
q
姓
の
女
性
と
結
婚
し
た
︒
二
人
は
と
も
に
﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
五
上
︑
宰
相
世
系
表
の
北
祖
q
氏
﹇
三
二

五
八
～
三
三
三
三
頁
﹈
に
屬
す
る
が
︑
共
=
の
祖
先
は
北
魏
に
ま
で
»
る
の
で
︑
李
	
眞
の
時
代
に
同
族
と
し
て
の
繫
が
り
が
あ
っ
た
の
か
は
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【表 3】 李	眞三
料の�成

德政碑 (' 28 行)【�料 1】 墓誌 (' 52行)【�料 2】 列傳 (' 6段落)【�料 3】

1-5行目 表題と�者・筆者 1行目 誌題 第Ⅰ段落

	
眞
の
生
涯

僕固懷恩の亂

6-8 行目 先祖や家柄 2-6行目

誌

序

先祖や家柄 第Ⅱ段落 昭義軍の閏實

8-9 行目 年少�と優れた才能

6-43 行目

墓
N
の
生
涯

僕固懷恩の亂 第Ⅲ段落
河朔三鎭の亂①

田悅との戰い

9-23 行目

	
眞
の
功
績

僕固懷恩の

亂と着任

河朔三鎭の亂①

田悅との戰い
第Ⅳ段落

河朔三鎭の亂②

朱泚の亂と王武

俊說得

昭義軍 (澤・潞・

懷州) の閏實

河朔三鎭の亂②

朱泚の亂と王武

俊說得

第Ⅴ段落
不老不死への

憧れと死�

23-24 行目 碑円立の經雲・�者
昭義軍の閏實と

德政碑の円立
第Ⅵ段落 後繼者問題

25-27 行目 銘� 墓Nの死�

28 行目 円立責任者 43-47 行目 夫人・子供

48-52行目 銘�

【表 4】 『北京圖書館藏中國歷代石刻拓本彙�』［第 28册 pp. 34-195］中の貞元年閒の碑
(德政碑・神G碑など) 一覽

年 題名 高 (cm) 幅 (cm) 官職 �高官品 頁

貞元 5 789 李元諒頌 283 153
潼關鎭國軍隴右節度+、
檢校尙書右僕射、御
大
夫、華州刺
、武康郡王

從 1品 p. 64

貞元 8 792 張惟嶽神G碑 198 102
開府儀同三司、左羽林
軍大將軍知軍事、�安
郡王、贈工部尙書

從 1品 p. 89

貞元 14 798 q楚相德政碑 195 (※ 1) 87 同州澄城縣令 (※ 2) 正 7品上 p. 138

貞元 15 799 徐浩墓碑 246 114
銀靑光祿大夫、保彭王
傅、上D國、會稽郡開
國公、贈太子少師

正 2品 p. 148

貞元 20 804 李廣業神G碑 154 112
劍州長
、贈太僕少卿、
汝州刺


從 3品 p. 189

・�代以�の人物·び僧侶の顯頴碑、殘碑は除く。

・官職の�字が拓本で不�瞭な場合は『金石萃�』で補った。

(※ 1) 額首も含む。 (※ 2) 戶數不�のため中縣とした。



疑
問
で
あ
る
︒
�
妻
は
洛
陽
令
の
q
º
の
娘
で
︑
不
幸
に
も
早
く
に
�
く
な
っ
た
と
言
い
︑
そ
の
後
妻
と
し
て
»
え
た
の
は
︑
潞
州
の
壺
關
令

の
q
鞏(

27
)

の
娘
で
あ
る
︒
潞
州
壺
關
は
李
	
眞
の
管
內
な
の
で
︑
李
	
眞
は
�
下
の
(
力
者
の
娘
を
後
妻
に
»
え
た
と
理
解
で
き
る
が
︑
こ
こ
で

1
目
す
べ
き
は
︑
�
妻
の
血
瓜
で
あ
る
︒
父
の
洛
陽
令
の
q
º
は
︑
�
年
そ
の
墓
誌
の
存
在
が
報
吿
さ
れ
た
﹁
q
巖
墓
誌
﹂
(貞
元
一
四
年

(七

九
八
)
作
成
)
に
見
え
る
?
男
の
º
で
あ
る
と
み
ら
れ(28

)
︑
そ
の
q
巖
は
趙
振
華
﹇
二
〇
一
一
﹈
に
よ
っ
て
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
が
?
の
よ
う

に
�
ら
か
と
な
っ
た
︒﹁
q
巖
墓
誌
﹂
に
q
巖
の
六
代
祖
は
﹁
盤
陀
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
は
ソ
グ
ド
語
で
下
僕
を
7
味
す
る

v
a
n
d
a
k
の
Á
寫
で

あ
っ
て
︑
ソ
グ
ド
人
名
に
よ
く
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
五
上
︑
宰
相
世
系
表
﹇
三
三
〇
六
頁
﹈
に
見
え
る
q
巖
の
祖
父
の
行
諶

は
﹁
/
寶
果
毅
﹂
だ
っ
た
と
あ
る
が
︑
こ
の
/
寶
は
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
Ã
の
リ
ー
ダ
ー
を
示
す
ソ
グ
ド
語
の

sa
rtp
a
w
に
由
來
し
﹇
吉
田
一
九

八
九
：
一
六
八
～
一
七
一
頁
﹈︑
そ
の
任
に
あ
っ
た
者
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
﹇
榮
怨
江
二
〇
〇
三
a
・
二
〇
〇
三
b
・
二
〇

一
一
：
一
三
六
～
一
三
七
頁
﹈︒
以
上
の
二
點
よ
り
︑
q
巖
の
一
族
は
︑
ソ
グ
ド
姓
か
ら
q
姓
に
改
姓
し
た
ソ
グ
ド
人
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
の
改
姓
の
時
�
は
︑
行
諶
が
�
初
に
/
寶
果
毅
に
任
じ
ら
れ
た
後
だ
と
み
ら
れ
る
﹇
趙
振
華
二
〇
一
一
：
一
八
九
頁
・
榮
怨
江

二
〇
一
一
：
一
三
七
頁
﹈︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
q
氏
一
族
は
�
初
に
は
中
國
に
深
く
馴
染
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
︑
そ
れ
以
�
の
北
�
・

隋
に
は
中
國
地
域
に
移
#
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
ソ
グ
ド
姓
は
︑
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
重
5
な
手
が
か
り
で
あ
る
が
︑
李
	

眞
と
q
º
の
娘
が
婚
姻
關
係
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
ソ
グ
ド
人
は
た
と
え
ソ
グ
ド
姓
を
喪
失
し
て
も
︑
ソ
グ
ド
人
同
士
の
關
係
性
を
維
持

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
墓
誌
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
婚
姻
關
係
を
記
す
の
は
︑
墓
誌
が
墓
N
と
共
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ

う
に
︑
よ
り
私
%
な
性
格
を
(
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う(29

)
︒

・
列
傳
の
み
に
見
え
る
記
載

列
傳
﹇
第
Ⅴ
段
落
﹈
に
の
み
︑
李
	
眞
の
晚
年
の
神
仙
思
想
へ
の
傾
倒
の
樣
子
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
不
老
不
死
を
願
っ
た
	
眞
は
︑
方
士

孫
季
長
の
薦
め
に
從
っ
て
︑
か
の
秦
の
始
皇
/
・
漢
の
武
/
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
祕
藥
二
萬
丸
を
飮
ん
で
死
�
寸
�
と
な
っ
た
︒
こ
の
時
は
︑

G
士
牛
洞
玄
の
處
置
で
命
を
取
り
留
め
た
が
︑
孫
季
長
に
﹁
(不
老
不
死
の
)
仙
人
ま
で
も
う
少
し
だ
っ
た
の
に
︑
な
ぜ
自
ら
や
め
た
の
か
﹂
と
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言
わ
れ
︑
さ
ら
に
三
千
丸
を
飮
み
︑
閒
も
な
く
死
�
し
た
と
い
う
︒
不
老
不
死
を
切
§
し
︑
孫
季
長
を
信
賴
す
る
李
	
眞
の
�
が
見
て
取
れ
る
︒

こ
の
列
傳
の
末
尾
の


臣
曰
の
條
﹇
三
六
五
九
頁
﹈
に
は
︑﹁
惜
し
い
か
な
︑
Ë
食
し
求
仙
す
る
も
︑
藥
の
Ì
る
M
と
爲
る
﹂
と
し
て
︑
	
眞

の
功
績
を
�
め
つ
つ
も
そ
の
晚
年
を
批
)
し
て
い
る
︒

以
上
か
ら
各


料
の
獨
自
の
記
事
を
比
�
す
れ
ば
︑
政
治
手
腕
に
つ
い
て
は
德
政
碑
︑
個
人
0
報
に
つ
い
て
は
墓
誌
︑
總
合
%
な
Í
價
に
つ

い
て
は
列
傳
が
記
錄
し
て
い
た
︒
こ
の
樣
な
各


料
の
記
載
の
差
衣
は
︑
そ
の


料
の
作
成
目
%
に
よ
っ
て
︑
記
事
の
取
Ï
®
擇
の
基
準
や
詳

細
の
度
合
い
が
衣
な
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

(三
)
�
面
の
比
�

以
下
で
は
各


料
の
關
聯
性
を
知
る
た
め
に
︑
�
面
を
具
體
%
に
比
�
し
た
い
︒︻
�
料
1
～
3
︼
で
は
︑
官
職
名

(
網
掛
け
で
表
示
)
以
外

で
三


料
の
�
面
が
一
致
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
墓
誌
・
列
傳
で
共
=
す
る
も
の
に
は
一
重
の
線
を
︑
德
政
碑
・
墓
誌
で
共
=
す

る
も
の
に
は
破
線
を
引
い
た
︒

・
墓
誌
・
列
傳
で
共
�
す
る
記
載

こ
こ
で
は
僕
固
懷
恩
の
亂

(七
六
四
～
七
六
五
年
)
の
記
事
に
1
目
し
た
い
︒
僕
固
懷
恩
は
︑
安


の
亂
の
際
に
︑
ウ
イ
グ
ル
の
�
助
を
取
り

附
け
︑
�
王
�
存
�
の
危
機
を
救
っ
た
功
臣
で
あ
る
が
︑
安


の
亂
の
後
に
ウ
イ
グ
ル
と
の
密
接
な
關
係
を
疑
わ
れ
て
反
亂
を
}
こ
し
た
︒
僕

固
懷
恩
が
反
亂
の
動
き
を
見
せ
始
め
た
際
に
︑
李
	
眞
が
代
宗
に
上
奏
し
た
內
容
を
墓
誌
と
列
傳
と
は
以
下
の
よ
う
に
記
錄
し
て
い
る
︒

墓
誌
﹇
8
～
9
行
目
﹈
：
公
曰
く
﹁
郭
子
儀
朔
方
の
衆
を
領
し
︑
人
多
く
之
を
思
う
︒
懷
恩
人
の
心
に
因
り
て
︑
以
て
其
の
勢
を
激
し
て
︑

其
の
衆
を
紿
き
て
曰
く
﹃
子
儀
︑
魚
�
恩
の
戮
す
る
M
と
な
る
﹄
と
︑
劫
か
し
て
之
を
用
う
︒
今

若
し
子
儀
の
位
を
復
せ
ば
︑
戰
わ
ず

し
て
克
つ
べ
し
︒﹂

列
傳
﹇
I
段
落
﹈
：
因
り
て
奏
し
て
曰
く
﹁
郭
子
儀
朔
方
の
衆
を
領
し
︑
人
多
く
之
を
思
う
︒
懷
恩
其
の
衆
を
欺
き
て
曰
く
﹃
子
儀
︑
�
恩
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の
殺
す
M
と
な
る
﹄
と
︑
詐
わ
り
て
之
を
用
う
︒
今

子
儀
の
位
を
復
せ
ば
︑
戰
わ
ず
し
て
克
つ
べ
し
︒﹂

こ
の
二
つ
の
記
事
は
︑
比
�
%
長
�
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
字
句
の
竝
び
が
非
常
に
�
似
し
て
い
る
の
で
︑
墓
誌
と
列
傳
と
は
こ
の
上

奏
を
記
錄
し
た
共
=
す
る
<
料
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
︒

・
德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
を
つ
な
ぐ
記
事

德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
の
關
係
性
は
︑
德
政
碑
の
円
立
に
關
す
る
記
事
に
垣
閒
見
え
る
︒﹃
�
六
典
﹄
卷
四
︑
尙
書
禮
部
﹇
一
二
〇
頁
﹈
の

葬
禮
の
際
の
碑
や
碣
に
關
す
る
規
定
の
1
の
部
分
に
は
︑
德
政
碑
の
円
立
の
手
順
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

凡
そ
德
政
碑
︑
·
び
生
祠
は
皆
な
政
績
の
稱
す
べ
き
を
取
り
︑
州

爲
に
省
に
申
し
︑
省
司
勘
Ð
し
て
定
ま
ら
ば
︑
奏
聞
し
乃
ち
立
つ
︒

德
政
碑
は
︑
州
か
ら
尙
書
省
禮
部
に
そ
の
功
績
を
申
し
立
て
︑
禮
部
で
檢
討
し
た
上
で
︑
皇
/
に
上
奏
︑
裁
可
さ
れ
て
は
じ
め
て
立
つ
こ
と

が
分
か
る
︒
德
政
碑
﹇
23
～
24
行
目
﹈
に
は
︑﹁
潞
の
緇
黃
・
耆
艾
︑
闕
に
詣
り
て
陳
¢
し
︑
貞
石
を
勒
す
る
を
願
う
︒
/

乃
_
を
嘉
し
︑
門

下
侍
郞
K
違
事
董
晉
に
詔
し
て
�
を
�
ば
し
め
︑
以
て
其
の
功
を
昭
ら
か
に
す
﹂
と
あ
っ
て
︑
こ
の
李
	
眞
の
德
政
碑
が
實
際
に
こ
れ
ら
の
手

續
き
を
經
て
円
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
德
政
碑
の
円
立
に
つ
い
て
は
︑
墓
誌
﹇
34
～
35
行
目
﹈
に
も
﹁
耆
老
闕
に
詣
り
︑
金
石
を
刊

す
る
こ
と
を
願
い
︑
詔
し
て
時
宰
を
し
て
其
の
頌
聲
を
揚
げ
し
む
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
墓
誌
の
作
成
者
は
︑
こ
の
德
政
碑
の
存
在
を

知
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
德
政
碑
・
墓
誌
に
德
政
碑
の
發
}
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
﹁
緇
黃
﹂
は
佛
僧
・
G
士
︑﹁
耆
艾

(=

耆
老
)
﹂
は
老
人
の
7
で
あ
り
︑
こ
こ
に
は
上
営
の
列
傳
第
Ⅴ
段
落
で
神
仙
思
想
を
李
	
眞
に
Ñ
動
し
た
﹁
孫
季
長
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三
︑
德
宗
本
紀
下
﹇
三
七
八
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑
李
	
眞
は
貞
元
一
〇
年

(七
九
四
)
の
正
�

(
死
�
の
五
箇
�
�
)

に
︑
病
の
た
め
に
は
Ò
を
影
す
の
が
よ
い
と
い
う
占
い
の
結
果
か
ら
︑
自
ら
申
し
出
て
司
空
を
辭
]
し
て
い
て
︑
こ
の
こ
と
は
墓
誌
﹇
38
～
39

行
目
﹈
や
列
傳
﹇
Ⅴ
段
落
﹈
に
も
見
え
る
︒
上
営
の
よ
う
に
︑
こ
の
德
政
碑
の
円
立
の
上
奏
は
貞
元
五
～
八
年

(
七
八
九
～
七
九
三
)
だ
と
み

ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
頃
に
は
孫
季
長
が
李
	
眞
の
下
に
お
り
︑
信
賴
を
獲
得
す
べ
く
碑
の
円
立
を
も
發
}
し
た
と
も
推
測
で
き
よ
う
︒

以
上
︑
李
	
眞
の
德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
の
記
載
に
は
︑
內
容
や
時
系
列
に
矛
盾
が
な
か
っ
た
︒
石
見
﹇
二
〇
〇
七
：
一
三
～
二
一
頁
﹈
は
︑
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薛
振(

30
)

の
行
狀(31

)
・
墓
誌
・
列
傳
の
三


料
を
比
�
し
︑
墓
誌
・
列
傳
が
行
狀
を
見
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
本
稿
の
李
	
眞
の
德
政

碑
・
墓
誌
・
列
傳
は
︑
�
成
が
共
=
し
て
お
り
︑
非
常
に
似
た
語
句
や
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
�
ら
か
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
墓
誌
・
列

傳
は
行
狀
を
も
と
に
作
成
さ
れ
︑
行
狀
の
作
成
の
際
︑
德
政
碑
を
參
照
し
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(四
)
李
	
眞
の
後
繼
者
問
題

列
傳
の
第
Ⅵ
段
落
に
は
李
	
眞
の
後
繼
者
問
題
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
李
	
眞
の
死
後
︑
	
眞
の
長
子
の
緘
が
︑
	
眞
の
死
を
隱
し

て
︑
昭
義
R
度
+
を
世
襲
し
よ
う
と
し
た
事
件
で
︑
そ
の
經
雲
は
︑
以
下
の
=
り
で
あ
る
︒
李
	
眞
が
死
ぬ
と
︑
殿
中
侍
御


で
あ
っ
た
長
子

の
李
緘
は
︑
營
田
副
+
の
盧
會
昌
と
	
眞
の
從
甥
の
元
仲
經
と
謀
り
︑
ま
ず
	
眞
の
命
と
僞
っ
て
R
度
副
+
の
李
說
や
將
Ô
に
緘
が
昭
義
軍
の

軍
事
を
掌
る
こ
と
を
荏
持
さ
せ
た
︒
そ
し
て
	
眞
か
ら
の
5
¢
と
し
て
緘
の
R
度
+
世
襲
の
承
�
を
�
廷
に
求
め
︑
諸
將
も
こ
れ
に
續
い
て
上

表
し
た
︒
し
か
し
︑
�
�
か
ら
の
+
者
に
よ
っ
て
︑
�
廷
が
す
で
に
	
眞
死
去
を
知
り
︑
緘
の
世
襲
を
�
め
な
い
こ
と
が
吿
げ
ら
れ
る
と
︑
緘

を
荏
持
す
る
將
Ô
は
お
ら
ず
︑
緘
の
R
度
+
世
襲
の
劃
策
は
失
敗
に
�
わ
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
︑
な
ぜ
李
緘
は
�
王

�
の
公
職
で
あ
る
R
度
+
を
世
襲
で
き
る
と
思
っ
た
の
か
と
い
う
點
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
R
度
+
は
︑
�
の
律
令
外
の
官
で
あ
り
︑
天
寶
一
四

年

(七
五
五
)
に
K
盧
・
范
陽
R
度
+
の
安
祿
山
が
S
く
ま
で
は
︑
基
本
%
に
は
邊
境
地
域
に
設
置
さ
れ
た
が
︑
安


の
亂
中
か
ら
增
設
さ
れ
︑

'
國
に
·
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
官
で
あ
る
︒
ま
た
︑
�
は
安


軍
の
武
將
た
ち
を
R
度
+
と
し
て
安
置
す
る
こ
と
で
安


の
亂
の
收
拾
を
圖
っ
た

た
め
に
︑
河
北
地
域
を
中
心
に
�
王
�
に
反
抗
%
な
藩
鎭

(=

反
側
藩
鎭
)
が
Õ
生
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
中
で
︑
李
	
眞
は
昭
義
R
度
+
と
し

て
︑
反
側
藩
鎭
の
地
に
接
す
る
�
王
�
側
の
藩
鎭
の
武
將
を
務
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

お
そ
ら
く
李
緘
は
こ
れ
ら
反
側
藩
鎭
の
R
度
+
 
替
に
倣
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
藩
鎭
側
で
R
度
+
を
®
び
︑
そ
れ
を
�
�
に
事
後

承
�
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
︒
李
緘
騷
動

(七
九
四
年
)
以
�
の
R
度
+
の
繼
承
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
れ
ば
︑
ま
ず
魏
Ö
R
度
+
の
場
合
は
︑
大
曆

一
三
年

(七
七
八
)
に
田
承
嗣
が
死
�
し
た
が
︑
田
承
嗣
は
臨
�
の
閒
際
に
甥
の
悅
に
軍
の
瓜
括
を
命
じ
︑
そ
の
諸
子
も
悅
を
補
佐
し
︑
こ
れ
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を
�
�
が
承
�
し
た(32

)
︒
K
盧
R
度
+
の
場
合
は
︑
�
王
�
へ
の
反
亂
の
�
中
の
円
中
二
年

(
七
八
一
)
に
李
正
己
が
死
�
し
た
︒
正
己
の
死
�

を
隱
し
て
軍
を
�
い
た
息
子
の
×
は
︑
興
元
元
年

(七
八
四
)
に
�
に
歸
順
し
︑
�
は
李
×
の
K
盧
R
度
+
へ
の
就
任
を
�
め
た(33

)
︒
盧
龍
R
度

+
の
場
合
は
︑
大
曆
七
年

(七
七
二
)
に
朱
希
Ø
が
部
下
に
殺
Ù
さ
れ
た
際
︑
軍
下
の
人
々
の
希
§
に
よ
り
︑
R
度
副
+
を
務
め
て
い
た
朱
泚

が
軍
を
�
い
る
こ
と
に
な
り
︑
�
�
は
こ
れ
を
承
�
し
た(34

)
︒
こ
の
朱
希
Ø
と
朱
泚
と
は
同
姓
で
あ
る
が
血
緣
關
係
で
は
な
い
の
で
﹁
世
襲
﹂
と

は
言
え
な
い
が
︑
�
が
J
っ
て
承
�
し
た
點
で
上
営
の
魏
Ö
・
K
盧
の
場
合
と
=
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

李
緘
騷
動
の
經
雲
か
ら
す
れ
ば
︑
李
緘
は
田
悅
の
場
合
の
よ
う
に
後
繼
指
名
を
�
け
た
こ
と
に
し
︑
李
×
の
よ
う
に
軍
權
の
掌
握
を
旣
成
事

實
と
し
︑
さ
ら
に
朱
泚
の
よ
う
に
將
Ô
を
は
じ
め
と
す
る
軍
の
荏
持
も
得
る
計
劃
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
最
大
の
Ì
算
は
︑
將
Ô
の
荏
持

が
�
�
の
7
向
に
背
く
ま
で
の
强
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
︑
こ
れ
が
世
襲
失
敗
の
決
定
打
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
將
Ô
や

軍
の
荏
持
に
つ
い
て
一
步
踏
み
Þ
ん
で
考
え
る
と
︑
R
度
+
下
の
軍
の
�
ß
は
︑
府
內
の
內
鎭
軍
と
そ
の
外
に
あ
っ
た
外
鎭
軍
か
ら
成
り
︑
內

鎭
軍
に
は
�
王
�
の
傭
兵
で
あ
る
﹁
官
永
﹂
と
地
元
農
民
か
ら
の
傭
兵
で
あ
る
﹁
團
練
﹂︑
そ
し
て
︑
R
度
+
と
の
個
人
%
な
N
從
關
係
を
も

つ
﹁
親
衞
Ã
﹂
が
い
た
と
さ
れ
る
が
﹇
堀
一
九
六
〇
・
大
澤
一
九
七
五
﹈︑
上
営
の
R
度
+
の
事
例
か
ら
︑
R
度
+
を
繼
承
す
る
に
は
特
に
こ

の
內
鎭
軍
︑
そ
の
中
で
も
R
度
+
の
私
%
な
﹁
親
衞
Ã
﹂
の
荏
持
が
重
5
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
李
緘
の
場
合
︑
涼
州
武
威
時
代
か
ら
の
家
兵
︑

つ
ま
り
ソ
グ
ド
人
部
Ã
が
�
下
に
い
て
も
お
か
し
く
な
い
が
︑
李
	
眞
の
德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
の
記
載
中
に
は
︑
ソ
グ
ド
姓
を
(
す
る
人
物

の
�
は
見
え
な
い(35

)
︒
ま
た
︑
李
	
玉
と
共
に
賜
姓
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
李
國
臣
と
李
國
珍
も
︑
こ
の
時
に
は
李
	
眞
と
行
動
を
共
に
し
て
い
な

い
︒
こ
う
見
て
く
る
と
︑
李
緘
の
世
襲
の
失
敗
は
︑
安
氏
が
賜
姓
さ
れ
︑
涼
州
武
威
か
ら
離
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
�
下
に
い
た
ソ
グ
ド
人
集
團
と

も
離
れ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒﹁
李
	
眞
墓
誌
﹂
(45
～
46
行
目
)
は
︑
李
緘
騷
動
に
つ
い
て
﹁
李
	
眞
が
死
に
大
軍
の
指

揮
者
が
い
な
く
な
り
︑
息
子
の
緘
は
泣
い
て
悲
し
む
軍
下
の
兵
に
©
ら
れ
て
︑
	
眞
の
位
を
繼
が
さ
れ
よ
う
と
し
た
︒
そ
の
時
緘
は
﹃
先
人
の

後
繼
ぎ
と
し
て
︑
こ
の
ま
ま
生
き
て
い
て
は

(皇
/
の
命
令
も
な
い
の
に
R
度
+
を
世
襲
す
る
こ
と
)
不
忠
で
あ
る
し
︑
死
ん
だ
と
し
て
も
親
に
對

し
て
不
孝
で
あ
る
﹄
と
言
っ
た
︒
こ
の
苦
境
か
ら
脫
す
る
計
を
熟
慮
し
て
︑
忠
孝

(
R
度
+
を
繼
が
ず
︑
生
き
て
父
を
葬
る
こ
と
)
と
も
に
'
う
す
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る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒﹁
李
	
眞
墓
誌
﹂
は
︑
李
緘
騷
動
後
に
	
眞
の
Ë
喪
を
命
ぜ
ら
れ
た
李
緘
が
N
á
し
て
作
成
さ
れ
た

と
み
ら
れ
る
の
で
︑
こ
の
記
事
は
李
緘
自
身
に
よ
る
騷
動
の
釋
�
だ
と
言
え
る
︒
上
営
し
た
よ
う
に
︑
墓
誌
か
ら
は
德
政
碑
や
列
傳
に
は
見
ら

れ
な
い
個
人
0
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
︑
そ
れ
以
外
に
も
︑
墓
誌
に
は
=
常
知
り
え
な
い
敗
者
の
辯
�
と
い
う
樣
な
墓
誌
作
成
側
の
思
い

が
揭
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
分
か
る
︒

以
上
の
李
	
眞
の
事
例
は
︑
そ
れ
ま
で
の
據
點
で
あ
っ
た
武
威
を
離
れ
た
後
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
特
に
息
子
李
緘

の
世
襲
失
敗
は
︑
武
威
安
氏
が
か
つ
て
瓜
括
し
て
い
た
ソ
グ
ド
人
聚
落
の
民
を
�
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
象
³
す
る
出
來
事
だ
と
言
え
る
︒

こ
れ
は
︑
ソ
グ
ド
人
が
聚
落
を
中
心
と
し
た
ま
と
ま
り
を
失
い
︑
中
華
王
�
の
社
會
に
取
り
Þ
ま
れ
て
い
っ
た
一
事
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ

う(
36
)

︒

四
．
賜
姓
ソ
グ
ド
人
と
�
王
�

以
上
に
見
た
よ
う
に
賜
姓
・
本
貫
の
移
動
は
︑
武
威
安
氏
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
®
擇
で
あ
っ
た
︒
そ
の
®
擇
の
後
︑
李
	
眞
が
�
王
�

で
ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
を
得
た
の
か
に
つ
い
て
︑
貞
元
元
年

(七
八
五
)
の
冬
至
に
長
安
の
天
壇
で
行
わ
れ
た
郊
祀
の
樣
子
を
示
し
た
﹃
舊

�
書
﹄
卷
一
二
︑
德
宗
本
紀
︑
貞
元
元
年
の
條
﹇
三
五
一
頁
﹈
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

(十
一
�
)
癸
卯
︑
上
親
ら
昊
天
上
/
を
圓
丘
に
祀
る
︒
時
に
河
中
の
渾
瑊
・
澤
潞
の
李
	
眞
・
山
南
の
嚴
震
・
同
華
の
駱
元
光
・
邠
寧

の
韓
�
瓌
・
鄜
坊
の
�
�
臣
・
奉
_
の
康
日
知
等
大
將

祠
に
侍
す
︒

金
子
﹇
一
九
九
六
：
三
七
七
頁
﹈
は
︑
こ
の
貞
元
元
年
冬
至
の
親
郊
の
目
%
は
朱
泚
・
李
懷
光
・
李
希
烈
ら
の
亂
の
K
定
を
昊
天
上
/
や
祖
¦

に
吿
謝
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
郊
祀
に
參
列
し
た
李
	
眞
を
含
む
七
人
は
當
時
の
�
王
�
に
と
っ
て
重
5
な
武
將
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
1
目
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
う
ち
の
三
人
︑
李
	
眞
と
駱
元
光
そ
し
て
康
日
知
は
ソ
グ
ド
人
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

駱
元
光
は
︑
�
営
の
賜
姓
ソ
グ
ド
人
李
元
諒
の
賜
姓
�
の
姓
名
で
あ
る
︒
彼
は
宦
官
駱
奉
先
の
養
子
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
昇
W
は
當
時
そ
の
勢
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力
を
�
W
さ
せ
て
い
た
宦
官
の
影
�
を
强
く
�
け
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
康
日
知
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
人

物
で
あ
る
︒
彼
は
開
元
九
年

(七
二
一
)
に
靈
州
で
}
こ
っ
た
六
胡
州
の
亂
を
K
定
し
た
康
!
の
孫
に
あ
た
り
︑
安


の
亂
の
際
は
安


軍
の

李
寶
臣

(=

安
忠
志
・
張
忠
志
)
の
�
下
に
い
た
が
︑
朱
泚
の
亂
の
際
に
完
'
に
�
に
歸
屬
し
︑
奉
_
R
度
+
と
な
っ
た(

37
)

︒
李
	
玉
・
	
眞
が

代
々
續
く
!
民
聚
落
を
瓜
括
し
た
名
族
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
︑
こ
の
三
人
の
ソ
グ
ド
人
武
將
の
背
景
に
は
差
が
あ
る
と
言
え
︑

こ
の
點
で
は
�
が
彼
ら
を
登
用
し
た
理
由
は
衣
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
た
だ
し
︑
彼
ら
は
ソ
グ
ド
人
と
し
て
︑
モ
ノ
や
0
報
の
傳
ä

な
ど
の
面
で
ソ
グ
ド
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
結
び
つ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
の
で
︑
�
王
�
は
ソ
グ
ド
人
武
將
に
そ
の
點
も
�
待
し
て
用
い
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
記
事
は
︑
當
時
の
�
王
�
が
ソ
グ
ド
人
武
將
に
賴
ら
ざ
る
を
得
な
い
狀
態
だ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
︒

彼
ら
ソ
グ
ド
人
武
將
に
つ
い
て
︑
各
人
の
石
刻


料
か
ら
李
元
諒
を
中
心
と
す
る
關
係
を
垣
閒
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
李
元
諒
の
功
德
碑
で

あ
る
﹁
李
元
諒
頌
﹂
の
篆
額
者
李
彜
は
﹁
康
日
知
墓
誌
﹂
の
書
者
で
も
あ
り
﹇﹃
寶
刻
叢
�
﹄
卷
七
︑
一
八
一
九
九
～
一
八
二
〇
〇
頁
﹈︑﹁
李

元
諒
頌
﹂
の
書
者
で
あ
る
韓
秀
弼
は
李
	
眞
の
德
政
碑
の
篆
額
者
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
成

(埋
葬
)
は
︑﹁
李
元
諒
頌
﹂
が
貞
元
五
年

一
〇
�
︑﹁
康
日
知
墓
誌
﹂
が
同
年
一
二
�
︑
そ
し
て
李
	
眞
の
德
政
碑
の
上
奏
は
貞
元
五
～
八
年
で
あ
っ
て
︑
短
�
閒
に
行
わ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
書
者
な
ど
の
人
®
は
︑
李
	
眞
の
德
政
碑
は
敕
に
よ
る
任
命
で
あ
り
︑﹁
李
元
諒
頌
﹂
も
�
廷
の
�
可
を
�
け
て
い
る
の
で(40

)
︑
�
廷

を
=
じ
て
®
拔
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
た
だ
︑
墓
誌
は
親
族
が
記
す
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
親
族
な
ど
�
親
者
が
®
任

で
き
た
と
み
ら
れ
る
︒﹁
李
元
諒
頌
﹂・﹁
康
日
知
墓
誌
﹂
の
篆
額
者
・
書
者
で
あ
る
李
彜
の
作
品
は
こ
の
二
作
以
外
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
す
れ
ば
﹇﹃
金
石
錄
﹄
卷
八
︑
八
八
五
四
～
八
八
五
五
頁
﹈︑﹁
康
日
知
墓
誌
﹂
の
人
®
は
︑
先
行
し
て
作
成
さ
れ
た
﹁
李
元
諒
頌
﹂
を
參

考
に
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
︒
ま
た
︑
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
李
	
眞
の
德
政
碑
の
円
立
の
上
奏
も
﹁
李
元
諒
頌
﹂
の
�
例
を
參
考
に
し
た

も
の
で
あ
り
︑
そ
の
上
奏
が
�
廷
に
よ
る
人
®
に
も
影
�
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
書
者
・
篆
額
者
が
共
=
す
る
と

い
う
狀
況
は
︑
ソ
グ
ド
人
武
將
が
石
刻
の
作
成
に
つ
い
て
0
報
を
共
(
す
る
よ
う
な
密
接
な
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
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う
︒な

お
︑
李
	
眞
と
李
元
諒
と
の
關
係
は
︑
李
	
眞
の
從
父
兄
李
	
玉
と
李
元
諒
の
養
父
駱
奉
先
の
頃
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
先

に
も
記
し
た
よ
う
に
安


の
亂
で
�
を
救
っ
て
功
臣
と
な
っ
た
僕
固
懷
恩
は
︑
そ
の
後
ウ
イ
グ
ル
と
の
密
接
な
關
係
を
疑
わ
れ
︑
つ
い
に
は
反

亂
を
}
こ
し
た
︒
謀
反
が
決
定
%
に
な
る
�
に
︑
代
宗
は
僕
固
懷
恩
を
召
喚
す
る
た
め
に
顏
眞
卿
を
å
�
し
よ
う
と
し
た
が
︑
彼
が
そ
の
任
を

辭
]
し
た
言
葉
﹇﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
二
四
上
︑
S
臣
上
︑
僕
固
懷
恩
傳
︑
六
三
七
一
頁(41

)
﹈
に
は
︑
こ
の
反
亂
の
原
因
が
端
%
に
営
べ
ら
れ
て
い

る
︒

〔顏
眞
卿
︺
曰
く
﹁
今

懷
恩
の
反
を
言
う
者
は
︑
獨
だ
辛
雲
京
・
李
	
玉
・
駱
奉
先
・
魚
�
恩
の
四
人
の
み
︒
自
餘

盛
ん
に
其
の
枉
を

言
う
︒
⁝
⁝
﹂
と
︒

こ
の
發
言
か
ら
︑
僕
固
懷
恩
の
亂
は
︑
李
	
玉
と
宦
官
の
魚
�
恩
や
駱
奉
先
ら
が
僕
固
懷
恩
を
�
廷
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
}

こ
っ
た
こ
と
が
分
か
る(42

)
︒
こ
の
よ
う
に
協
力
關
係
に
あ
っ
た
李
	
玉
の
從
父
弟
の
	
眞
と
駱
奉
先
の
養
子
李
元
諒
が
見
知
ら
ぬ
關
係
で
あ
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
八
世
紀
に
�
王
�
を
武
人
と
し
て
荏
え
た
ソ
グ
ド
人
た
ち
は
︑
緊
密
な
關
係
を
築
い
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
皇
/
の
姓
を
賜
っ
た
ソ
グ
ド
人

(賜
姓
ソ
グ
ド
人
)
に
つ
い
て
︑
李
	
玉
・
	
眞
を
中
心
に
そ
の
動
向
を
考
察
し
た
︒
ま
と
め

れ
ば
以
下
の
=
り
と
な
る
︒

(一
)
怨
舊
兩
�
書
・﹃
<
治
=
鑑
﹄
か
ら
抽
出
し
た
�
代
の
賜
姓
は
'
部
で
六
三
件
見
ら
れ
︑
そ
れ
に
は
A
．
�
王
�
に
歸
順
し
た
時
の
賜
姓

(二
四
件
)
︑
B
．武
功
を
立
て
た
時
の
賜
姓

(一
四
件
)
︑
C
．王
�
內
で
の
勢
力
爭
い
に
よ
る
賜
姓

(一
六
件
)
︑
D
．そ
の
他

(九
件
)
の
四
つ
に

分
類
で
き
た
︒
�
も
件
數
が
多
か
っ
た
分
類
A
に
は
さ
ら
に
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
た
が
︑
い
ず
れ
も
あ
る
4
度
の
勢
力
を
�
い
て
�
に

歸
順
し
た
リ
ー
ダ
ー
に
對
す
る
賜
姓
で
あ
っ
た
︒
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(二
)
�
に
お
け
る
﹁
賜
姓
ソ
グ
ド
人
﹂
は
︑﹃
舊
�
書
﹄・﹃
怨
�
書
﹄・﹃
<
治
=
鑑
﹄・﹃
中
國
歷
代
石
刻


料
彙
�
﹄
で
>
べ
た
と
こ
ろ
︑
李

	
玉
・
李
國
臣
・
李
國
珍
・
李
元
諒
・
李
元
忠
の
五
人
で
あ
っ
た
︒
い
ず
れ
も
生
き
た
時
�
は
八
世
紀
で
あ
り
︑
ソ
グ
ド
人
へ
の
賜
姓
は
こ
の

時
�
に
限
定
さ
れ
て
い
た
︒

(三
)
李
	
眞
の
德
政
碑
・
墓
誌
・
列
傳
の
記
載
に
は
︑
內
容
や
時
系
列
に
矛
盾
は
な
か
っ
た
が
︑
そ
の


料
の
作
成
目
%
に
よ
っ
て
︑
記
事

に
差
衣
が
見
ら
れ
た
︒
特
に
墓
誌
に
は
典
籍


料
に
は
見
ら
れ
な
い
個
人
%
な
0
報
が
記
錄
さ
れ
て
い
た
︒

(四
)﹁
李
	
眞
墓
誌
﹂
か
ら
︑
李
	
眞
と
改
姓
し
た
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
q
º
の
娘
が
婚
姻
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
ソ
グ

ド
人
が
た
と
え
ソ
グ
ド
姓
を
喪
失
し
て
も
︑
ソ
グ
ド
人
同
士
の
關
係
性
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

(五
)
涼
州
武
威
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
瓜
括
し
た
武
威
安
氏
の
賜
姓
と
本
貫
の
移
動
は
︑
安


の
亂
・
安
門
物
の
亂
・
吐
蕃
の
河
西
占
領
と
い

う
一
聯
の
變
動
に
對
應
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
安
氏
が
中
心
と
な
っ
て
武
威
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
據
點
と
し
て
行
っ
て
き
た
ソ
グ
ド
人
の
 

易
活
動
の
�
焉
を
7
味
し
て
い
た
︒
李
	
眞
の
息
子
李
緘
の
R
度
+
世
襲
の
失
敗
は
︑
涼
州
武
威
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
の
民
と
離
れ
た
こ
と
を
象

³
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

(六
)
李
	
眞
や
李
元
諒
・
康
日
知
な
ど
�
王
�
�
下
の
武
將
で
あ
っ
た
ソ
グ
ド
人
は
︑
安


の
亂
・
僕
固
懷
恩
の
亂
以
影
︑
各
地
で
續
く
反

亂
を
鎭
め
る
た
め
に
�
に
と
っ
て
不
可
缺
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
碑
や
墓
誌
の
作
成
に
あ
た
っ
て
︑
0
報
を
共
(
し
て
い
た
と
み
ら
れ
︑

こ
の
こ
と
は
︑
當
時
の
�
王
�
で
活
�
し
た
ソ
グ
ド
人
武
將
た
ち
の
密
接
な
關
係
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
八
世
紀
後
�
に
�
王
�
の
武
將
と
し
て
活
�
し
た
李
	
玉
・
	
眞
を
例
に
︑
ソ
グ
ド
人
が
賜
姓
に
よ
っ
て
ソ
グ
ド
姓
を
失
う
樣
子
を

見
た
︒
彼
ら
は
︑
賜
姓
に
よ
っ
て
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ソ
グ
ド
姓
を
喪
失
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
ほ
ぼ
同
時
に
行
わ
れ
た
本
貫
の
移

動
に
よ
っ
て
ソ
グ
ド
人
聚
落
の
民
と
そ
の
聚
落
を
據
點
と
し
た
 
易
を
瓜
括
す
る
役
割
を
失
っ
た
︒


料
上
で
は
漢
人
と
の
區
別
が
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ソ
グ
ド
人
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
諸
民
族
の
中
に
ç
え
て
い
く
一
つ
の
3
4
と
單
純
に
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒
た
だ

し
︑
李
	
玉
・
	
眞
の
世
代
に
は
︑
改
姓
の
後
も
婚
姻
關
係
や
ソ
グ
ド
人
武
將
と
の
關
係
性
に
ソ
グ
ド
人
同
士
の
聯
携
が
依
然
と
し
て
見
ら
れ
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た
︒
賜
姓
と
本
貫
の
移
動
だ
け
で
︑
ソ
グ
ド
人
と
し
て
の
從
來
の
q
慣
や
活
動
が
斷
絕
し
た
譯
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
�
後
�
～
五
代
︑
特

に
假
父
子
關
係
に
よ
る
改
姓
に
よ
っ
て
︑
ソ
グ
ド
人
は
漢
人
や
華
北
地
域
に
液
入
し
た
諸
民
族
と
混
 
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
そ
の
よ
う
な

中
で
本
稿
の
李
	
玉
・
	
眞
の
事
例
は
︑
ソ
グ
ド
人
の
活
動
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
は
︑
ソ
グ
ド
姓
だ
け
で
は
な
く
︑
現
存
す
る


料

を
驅
+
し
て
本
貫
・
婚
姻
・
活
動
內
容
な
ど
を
複
合
%
に
考
慮
す
る
必
5
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
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((1
)

中
田
﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
︑
突
厥
と
ソ
グ
ド
と
の
混
血
が
W
ん
だ
結

果
︑
ソ
グ
ド
姓
を
名
乘
っ
て
い
る
突
厥
人
を
﹁
ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂
と

す
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
森
部
﹇
二
〇
一
四
：
一
九
六
頁
{

(9
)﹈
參
照
︒

(2
)

賜
姓
ソ
グ
ド
人
以
外
で
︑
ソ
グ
ド
姓
を
(
さ
な
い
ソ
グ
ド
人
と
し

て
は
︑
本
�
後
揭
の
q
巖
を
擧
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
本
�
中
で
後
揭

す
る
よ
う
に
︑
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
李
元
諒
は
賜
姓
�
に
宦
官
駱
奉
先

の
養
子
と
し
て
駱
姓
を
名
乘
っ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
假
父
子

關
係
に
よ
っ
て
改
姓
し
た
ソ
グ
ド
人
が
他
に
も
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

(3
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
三
二
︑
李
	
玉
傳
﹇
三
六
四
五
～
三
六
四
七

頁
﹈・﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
三
八
︑
李
	
玉
傳
﹇
四
六
一
九
～
四
六
二
〇

頁
﹈︒

(4
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
三
六
︑
李
光
弼
傳
︑
李
國
臣
の
條
﹇
四
五
九
二

～
四
五
九
三
頁
﹈︒

(5
)

｢李
國
珍
墓
誌
﹂
(氣
賀
澤
No.
七
六
三
五
)︒

(6
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
四
四
︑
李
元
諒
傳
﹇
三
九
一
六
～
三
九
一
八

頁
﹈・﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
五
六
︑
李
元
諒
傳
﹇
四
九
〇
一
～
四
九
〇
三

頁
﹈・﹁
李
元
光
·
妻
阿


¡
氏
墓
誌
﹂
(氣
賀
澤
No.
七
九
二
六
)
・

﹁
李
元
諒
頌
﹂
(﹃
金
石
萃
�
﹄
卷
一
〇
三
︑
一
七
一
四
～
一
七
一
八

頁
・﹃
北
京
圖
書
館
藏
中
國
歷
代
石
刻
拓
本
彙
�
﹄
二
八
︑
六
三
頁
)︒

(7
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
〇
︑
郭
子
儀
傳
︑
李
元
忠
の
條
﹇
三
四
七
四

頁
﹈︒

(8
)

寶
應
功
臣
と
は
︑
寶
應
元
年

(七
六
二
)
の
代
宗
卽
位
に
際
し
て

活
�
し
た
射
生
軍

(
宦
官
4
元
振
が
指
揮
)
に
賜
っ
た
稱
號
﹇﹃
怨

�
書
﹄
卷
五
〇
︑
兵
志
︑
天
子
禁
軍
︑
一
三
三
二
頁
﹈︒

(9
)

李
元
忠
は
︑
そ
の
姓
と
地
域
以
外
に
ソ
グ
ド
%
な
5
素
が
見
ら
れ

な
い
た
め
︑
ソ
グ
ド
人
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
︒

(10
)

今
後
も
墓
誌
な
ど
怨


料
の
發
見
に
よ
り
﹁
賜
姓
ソ
グ
ド
人
﹂
は

增
え
る
と
み
ら
れ
る
︒
�
年
報
吿
さ
れ
た
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
と

し
て
は
︑
二
〇
〇
三
年
五
�
に
紫
薇
田
園
都
市
#
宅
小
區
工
地
二
三

九
號
墓
よ
り
發
掘
さ
れ
た
﹁
李
志
忠
墓
誌
﹂
(埋
葬
年
：
乾
元
二
年

(
七
五
九
)
)﹇﹃
長
安
高
陽
原
怨
出
土
隋
�
墓
誌
﹄
二
〇
七
頁
﹈
が
あ

る
︒
墓
誌
�
に
は
﹁
本
姓
安
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
姓
か
ら
墓
N
は
ソ
グ

ド
人
と
み
ら
れ
る
︒
殘
念
な
が
ら
︑
賜
姓
の
時
�
と
經
雲
は
墓
誌
に

記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
本
稿
で
&
っ
た
賜
姓
ソ
グ
ド
人
と
も
同
時
�

に
生
存
し
て
い
る
點
か
ら
も
興
味
深
い


料
で
あ
る
︒

(11
)

李
	
眞
の
他
に
碑
・
墓
誌
・
列
傳
が
£
う
ソ
グ
ド
人
に
は
︑
賜
姓

ソ
グ
ド
人
の
李
元
諒
が
お
り
︑
彼
に
つ
い
て
は
別
稿
で
取
り
上
げ
た

い
︒
ま
た
︑
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ


姓
を
(
す
る


孝
違
も
神
G
碑
・

墓
誌
・
列
傳
の
三


料
が
£
う
が
︑
二
〇
〇
四
年
六
�
に
發
見
さ
れ

た
﹁


孝
違
墓
誌
﹂
(開
成
四

(八
三
九
)
作
成
)
に
も
と
は
阿



¡
氏
と
あ
り
︑
突
厥
人
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
﹇
郭
茂
育
・
趙

振
華
二
〇
〇
七
﹈
本
稿
で
は
取
&
わ
な
い
︒
な
お
︑


孝
違
の
出
身

民
族
に
つ
い
て
は
︑
ソ
グ
ド
あ
る
い
は
奚
と
見
る
說
も
あ
る
﹇
森
部

二
〇
一
〇
：
一
五
二
～
一
五
七
頁
﹈
︒

(12
)

｢大
�
河
西
K
胡
U
德
頌
﹂
の
作
者
は
︑﹃
�
�
粹
﹄﹇
卷
二
〇
：
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二
～
四
葉
﹈
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
楊
炎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

﹃
�
苑
英
華
﹄﹇
四
〇
七
六
～
四
〇
七
七
頁
﹈
で
は
獨
孤
·
の
作
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
1
7
が
必
5
で
あ
る
︒﹃
�
苑
英
華
﹄

で
は
﹁
大
�
河
西
K
胡
U
德
頌
﹂
と
そ
れ
に
續
く
﹁
鳳
ã
出
師
紀
U

功
頌
﹂
は
作
者
を
﹁
�
人
﹂
と
し
︑
こ
れ
ら
の
�
の
﹁
靈
武
�
名
宮

頌
﹂
は
作
者
名
が
空
欄
︑
さ
ら
に
そ
の
�
の
﹁
慶
馮
名
頌
﹂
は
獨
孤

·
の
作
と
す
る
︒
一
方
︑﹃
�
�
粹
﹄
は
﹁
鳳
ã
出
師
紀
U
功
頌
﹂

を
楊
炎
の
作
と
し
︑
續
い
て
﹁
大
�
河
西
K
胡
U
德
頌
﹂
(作
者
名

は
空
欄
)
が
揭
載
さ
れ
る
︒
ま
た
﹁
靈
武
�
名
宮
頌
﹂﹇
卷
一
九

上
：
一
二
～
一
三
葉
﹈
も
作
者
を
楊
炎
と
す
る
︒
こ
れ
ら
の
狀
況
を

勘
案
す
れ
ば
︑
お
そ
ら
く
﹃
�
苑
英
華
﹄
で
﹁
靈
武
�
名
宮
頌
﹂
を

楊
炎
の
作
と
す
べ
き
M
を
ì
漏
し
た
と
み
ら
れ
る
︒

(13
)

反
亂
鎭
壓
の
時
�
に
つ
い
て
﹃
�
苑
英
華
﹄﹇
四
〇
七
六
頁
﹈
は
︑

二
�
乙
丑
に
崔
稱
・
劉
日
怨
に
命
を
出
し
︑
庚
午
に
鎭
壓
し
た
と
す

る
が
︑
K
岡
﹇
一
九
五
四
：
一
七
三
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑
二
�
に
乙

丑
・
庚
午
は
な
く
︑
�
三
�
に
は
乙
丑

(一
七
日
)
・
庚
午

(二
二

日
)
が
あ
る
︒
た
だ
し
︑
鎭
壓
の
時
�
を
三
�
と
す
る
と
﹃
<
治
=

鑑
﹄﹇
七
〇
一
五
頁
﹈
の
﹁
旬
(
七
日
︑
K
之
﹂
の
記
営
と
は
計
算

が
あ
わ
な
い
︒

(14
)

接
收
さ
れ
た
莫
大
な
<
產
は
︑﹁
入
貢
府
﹂
に
委
ね
ら
れ
︑﹁
(
地

の
宮
﹂
に
布
か
れ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
入
貢
府
﹂
と
﹁
(
地
の

宮
﹂
の
詳
細
は
不
�
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
�
王
�
の
機
關
を
指
す

と
み
ら
れ
る
︒

(15
)

魚
海
の
地
名
は
︑
吐
蕃
と
の
戰
地
や
吐
蕃
の
軍
Ã
名
と
し
て


料

に
現
れ
る
︒
天
寶
元
年

(七
四
二
)
一
二
�
の
對
吐
蕃
戰
を
記
錄
す

る
﹁
河
西
破
蕃
í
露
布
﹂
﹇﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
六
四
八
︑
三
三
三
三
～

三
三
三
四
頁
﹈
に
は
︑
靑
海
北
界
に
て
魚
海
軍
を
破
っ
た
と
あ
る
︒

ま
た
︑
い
ず
れ
も
吐
蕃
と
の
戰
い
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
杜
甫
﹁
秦
州

雜
詩
二
十
首
﹂
其
十
九
﹇
﹃
杜
詩
﹄
五
八
七
～
五
八
八
頁
：
乾
元
二

年

(七
五
九
)
秋
以
影
﹈
や
岑
參
﹁
獻
封
大
夫
破
播
仙
凱
歌
六
違
﹂

﹇﹃
岑
嘉
州
詩
﹄
七
五
九
～
七
六
三
頁
：
天
寶
一
三
載

(七
五
四
)
年

頃
﹈
に
も
﹁
魚
海
﹂
が
見
え
る
︒

(16
)

例
え
ば
︑
石
見
﹇
一
九
八
二
﹈
は
︑
李
淵
が
長
安
に
入
城
し
�
円

國
を
實
現
さ
せ
た
背
景
に
華
北
戰
略
地
理
の
5
M
で
あ
る
靈
州
・
河

西
を
押
さ
え
た
こ
と
が
あ
る
と
す
る
︒

(17
)

森
安
﹇
二
〇
〇
七
：
三
一
六
～
三
三
四
頁
﹈
は
︑﹁
五
人
の
ホ
ル

人
の
報
吿
﹂
(敦
煌
�
書

P
.t.
1
2
8
3
)
を
八
世
紀
中
葉
の
七
六
〇
年

代
後
�

(あ
る
い
は
七
七
〇
年
代
か
)
に
︑
ホ
ル
國
王
に
命
じ
ら
れ

て
︑
五
人
の
ホ
ル
人
が
北
方
の
0
勢
を
報
吿
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
︑

さ
ら
に
こ
の
ホ
ル
を
武
威
の
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
と
見
る
︒
こ
の
報
吿

の
>
査
が
︑
七
六
〇
年
代
�
�
に
行
わ
れ
た
と
す
る
と
︑
武
威
安
氏

の
本
貫
の
移
動
の
)
斷
材
料
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
七
六
〇

年
代
後
�
で
あ
る
と
︑
武
威
安
氏
の
本
貫
の
移
動
後
と
な
り
︑
å
�

N

(
ホ
ル
國
王
)
が
武
威
の
安
氏
で
あ
っ
た
か
疑
問
に
な
る
︒
た
だ

し
︑
武
威
安
氏
は
ソ
グ
ド
人
の
安
'
保
障
の
法
則
﹇
森
安
二
〇
〇

七
：
一
三
二
～
一
三
六
・
二
六
七
～
二
六
八
頁
﹈
に
則
り
︑
'
て
が

長
安
に
移
貫
し
た
の
で
は
な
く
︑
一
部
は
武
威
に
殘
っ
た
可
能
性
も

あ
る
︒

(18
)

'
�
は
︑﹃
金
石
萃
�
﹄
卷
一
〇
三
﹇
一
七
二
一
～
一
七
二
二

頁
﹈
・
﹃
'
�
�
﹄
卷
四
四
六
﹇
二
七
〇
一
～
二
七
〇
二
頁
﹈・﹃
山
西
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=
志
﹄
卷
二
〇
一
﹇
五
五
二
～
五
五
四
頁
﹈
に
收
錄
︒
な
お
︑
善
政

を
紀
念
す
る
德
政
碑
は
︑
一
種
の
功
德
碑

(功
績
と
德
行
を
記
す
)

で
あ
り
︑
一
般
%
に
は
都
市
の
幹
線
路
や
役
M
な
ど
に
円
て
ら
れ
た

と
さ
れ
る
﹇
趙
超
二
〇
〇
二
：
一
二
〇
頁
﹈︒

(19
)

(北
宋
)
趙
�
_
の
﹃
金
石
錄
﹄
卷
九
﹇
八
八
五
六
頁
﹈
は
﹁
貞

元
九
年

(七
九
三
)﹂
の
作
と
す
る
が
︑
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
說
も

あ
る
︒
(
淸
)
王
昶
の
﹃
金
石
萃
�
﹄﹇
一
七
二
三
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑

�
者
の
董
晉
が
門
下
侍
郞
同
K
違
事
の
位
に
あ
っ
た
の
は
貞
元
九
年

五
�
ま
で
で
あ
り
︑
ま
た
書
者
の
班
宏
は
貞
元
八
年
七
�
に
死
�
し

て
い
る
の
で
︑
作
成
時
を
貞
元
九
年
に
決
め
ら
れ
な
い
と
す
る
︒
吳

玉
貴
﹇
一
九
九
七
：
三
〇
九
頁
﹈
は
︑
�
者
の
董
晉
が
門
下
侍
郞
同

K
違
事
の
就
任
中
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
︑
怨
舊
兩
�
書
の
董
晉
傳

か
ら
︑
貞
元
五
～
九
年

(七
八
九
～
七
九
三
)
の
作
成
と
見
る
︒
少

な
く
と
も
董
晉
が
門
下
侍
郞
同
K
違
事
に
就
任
し
て
以
影
︑
班
宏
が

死
�
す
る
以
�
の
貞
元
五
～
八
年

(七
八
九
～
七
九
二
)
に
は
立
碑

の
上
奏
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
言
え
る
︒

(20
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
四
五
︑
三
九
三
四
～
三
九
三
七
頁
・﹃
怨
�
書
﹄

卷
一
五
一
︑
四
八
一
九
～
四
八
二
一
頁
に
立
傳
︒

(21
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
三
︑
三
五
一
八
～
三
五
二
〇
頁
・﹃
怨
�
書
﹄

卷
一
四
九
︑
四
八
〇
二
～
四
八
〇
四
頁
に
立
傳
︒

(22
)

韓
秀
弼
は
�
代
四
大
隸
書
家
と
し
て
(
名
な
韓
擇
木
の
子
︒
な
お

﹁
辛
雲
京
妻
李
氏
墓
誌
﹂
(大
曆
一
三
年

(七
七
八
)
：
氣
賀
澤
No.
七

四
六
一
)
の
書
者
の
韓
秀
實
は
︑
韓
秀
弼
の
弟
で
あ
り
︑
韓
氏
一
族

は
書
家
と
し
て
優
れ
た
一
族
と
し
て
知
ら
れ
る
﹇
陳
根
z
二
〇
一

〇
﹈︒

(23
)

國
家
�
物
局
﹇
二
〇
〇
六
︑
中

−

二
二
九
頁
﹈
は
︑
高
さ
三
．
九

六
m
・
幅
一
．
七
八
m
・
厚
さ
〇
．
五
六
m
と
す
る
︒﹃
�
六
典
﹄
卷

四
︑
尙
書
禮
部
︑
禮
部
尙
書
﹇
一
二
〇
頁
﹈
に
は
︑
墓
G
に
立
て
ら

れ
る
碑

(
神
G
碑
)
や
碣
に
つ
い
て
規
定
が
あ
り
︑
德
政
碑
も
こ
れ

に
準
じ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
﹇
愛
宕
二
〇
〇
二
：
一
〇
頁
﹈︒
こ
の

規
定
に
よ
れ
ば
︑
李
	
眞
の
屬
す
る
五
品
以
上
の
者
の
碑
は
︑
龜
趺

の
上
の
高
さ
は
九
尺

(二
．
八
m
)
ま
で
の
は
ず
が
︑
李
	
眞
の
德

政
碑
は
四
m
超
で
規
定
を
超
え
て
い
る
︒
同
じ
貞
元
年
閒
に
作
成
さ

れ
た
碑

(
德
政
碑
・
神
G
碑
等
)
の
高
さ

(︻
表
4
︼
)
と
比
べ
れ
ば
︑

李
	
眞
の
德
政
碑
は
大
變
珍
し
い
事
例
で
あ
る
と
分
か
る
︒
た
だ
し
︑

こ
の
碑
は
�
の
�
可
を
�
け
て
い
る
の
で
︑
特
例
で
承
�
さ
れ
た
高

さ
と
考
え
ら
れ
る
︒

(24
)

'
�
は
﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
九
三
七
﹇
四
九
二
六
～
四
九
二
八

頁
﹈・﹃
'
�
�
怨
�
﹄﹇
一
四
卷
︑
九
三
三
八
頁
﹈
に
收
錄
︒
氣
賀

澤
No.
七
九
二
一
︒

(25
)

穆
員
は
︑
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
五
・﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
六
三
に
立
傳

さ
れ
た
穆
寧
の
子
︒
員
に
つ
い
て
は
﹁
員
工
�
辭
⁝
⁝
(
�
集
十

卷
﹂
﹇
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
〇
五
：
四
一
一
六
頁
﹈
と
記
さ
れ
︑
彼
が
�

し
た
墓
誌
と
し
て
は
﹁
崔
渙
墓
誌
﹂
(
大
曆
四
年

(七
六
九
)
：
氣
賀

澤
No.
七
二
三
四
)
・﹁
q
叔
則
墓
誌
﹂
(貞
元
九
年

(
七
九
三
)
：
氣

賀
澤
No.
七
八
七
三
)
な
ど
を
確
�
で
き
る
︒
穆
員
が
﹁
李
	
眞
墓

誌
﹂
の
�
者
と
な
っ
た
經
雲
の
詳
細
は
不
�
で
あ
る
が
︑
名
�
家
と

し
て
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
穆
員
に
は
佛
敎
に
關
す
る
作
品
が
多
數
あ
り
﹇﹃
�
苑
英
華
﹄

卷
七
八
二
：
四
一
三
〇
～
四
一
三
二
頁
﹈︑
そ
の
妹
は
安
國
寺
の
大
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德
尼
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
﹇﹁
÷
�
幢
記
﹂﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
八
二

一
：
四
三
三
三
頁
﹈︑
あ
る
い
は
佛
敎
信
仰
を
=
じ
て
李
	
眞
一
族

と
繫
が
り
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

(後
揭
{

(29
)
參
照
)︒

(26
)

『
怨
�
書
﹄
の
李
	
眞
傳
の
記
載
內
容
は
﹃
舊
�
書
﹄
と
ほ
ぼ
同

樣
で
あ
る
︒﹃
舊
�
書
﹄
に
不
揭
載
の
記
事
と
し
て
は
︑
字
が
太
玄

で
あ
る
こ
と
︑
興
元
初
め
に
倪
國
公
・
義
陽
郡
王
に
封
じ
ら
れ
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

(27
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
五
上
︑
宰
相
世
系
表
︑
北
祖
q
氏
﹇
三
三
一
五

頁
﹈︒﹃
�
苑
英
華
﹄
は
﹁
洛
州
壺
關
﹂
と
す
る
が
︑﹁
潞
州
壺
關
﹂

の
Ì
り
︒︻
�
料
2
︼
で
は
訂
正
濟
で
あ
る
︒

(28
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
五
上
︑
宰
相
世
系
表
﹇
三
三
〇
六
～
三
三
〇
七

頁
﹈
の
q
巖
の
子
に
q
º
の
名
は
見
え
な
い
︒
た
だ
し
º
に
つ
い
て

は
﹁
q
巖
墓
誌
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
q
º
の
孫
の
﹁
q
居
中
墓
誌
﹂

(開
成
二
年

(八
三
七
)
作
成
)
に
も
﹁
公
皇
少
府
監
諱
巖
之
曾
孫
︑

皇
洛
陽
令
諱
º
之
孫
﹂
と
見
え
︑﹃
怨
�
書
﹄
の
ì
漏
と
み
ら
れ
る
︒

(29
)

墓
誌
47
行
目
に
見
え
る
﹁
西
方
之
敎
﹂
の
語
は
︑
本
墓
誌
の
�
者

で
あ
る
穆
員
の
﹁
繡
西
方
阿
彌
陀
佛
讚
幷
序
﹂﹇﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
七

八
二
：
四
一
三
一
頁
﹈
や
﹁
繡
西
方
大
慈
大
悲
阿
彌
陀
佛
記
﹂﹇﹃
�

苑
英
華
﹄
卷
八
一
八
：
四
三
二
一
頁
﹈
に
も
見
え
︑
�
ら
か
に
佛
敎

を
指
し
て
お
り
︑
本
墓
誌
も
同
じ
用
法
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
︒
ま
た
︑

中
田
﹇
二
〇
〇
七
：
二
九
七
～
二
九
八
頁
﹈
は
︑
李
	
玉
が
安


の

亂
以
影
に
長
安
佛
敎
界
で
活
�
し
た
密
敎
僧
不
空
か
ら
灌
頂
を
E
け

ら
れ
た
と
み
ら
れ
︑
不
空
の
佛
敎
活
動
を
荏
持
し
て
い
た
こ
と
を
�

ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
︑
李
	
眞
は
從
父
兄
の

	
玉
︑
そ
し
て
長
女
・
幼
女
が
佛
敎
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑

晚
年
に
神
仙
思
想
に
傾
倒
す
る
	
眞
も
當
初
は
佛
敎
を
荏
持
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
︒
な
お
︑
王
睿
﹇
二
〇
一
六
：
一
二

七
～
一
三
一
頁
﹈
は
︑
李
	
眞
の
字

(
墓
誌
で
は
太
眞
︑
德
政
碑
で

は
太
元
)
を
G
敎
用
語
と
解
し
て
︑
	
眞
の
晚
年
の
G
敎
信
仰
の
樣

子
を
示
す
も
の
と
見
て
い
る
︒

(30
)

行
狀
は
﹁
薛
振
﹂
︑
墓
誌
は
﹁
薛
震
﹂
に
︑
列
傳
は
字
を
と
っ
て

﹁
薛
元
超
﹂
に
作
る
が
い
ず
れ
も
同
一
人
物
﹇
石
見
二
〇
〇
七
：
一

四
頁
﹈
︒

(31
)

一
生
の
業
績
を
記
し
た
�
書
で
︑
死
後


館
に
提
出
さ
れ
る
﹇
石

見
二
〇
〇
七
：
一
三
頁
﹈
︒

(32
)

『
舊
�
書
﹄
卷
一
四
一
︑
田
承
嗣
・
悅
傳
﹇
三
八
四
〇
～
三
八
四

一
頁
﹈
︒

(33
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
四
︑
李
正
己
・
×
傳
﹇
三
五
三
五
～
三
五
三

六
頁
﹈︒

(34
)

『
舊
�
書
﹄
卷
二
〇
〇
下
︑
朱
泚
傳
﹇
五
三
八
六
～
五
三
八
五
頁
﹈︒

(35
)

李
	
眞
の
治
め
た
潞
州

(
山
西
長
治
)
出
土
の
墓
誌
で
︑
現
在
の

と
こ
ろ
ソ
グ
ド
人
の
墓
誌
と
み
ら
れ
る
の
は
唯
一
﹁
安
士
和
墓
誌
﹂

(
咸
=
七
年

(八
六
六
)
：﹃
西
安
碑
林
Ö
物
館
怨
藏
墓
誌
彙
�
﹄
三

二
一
)
の
み
で
あ
る
︒
墓
誌
か
ら
は
︑
武
威
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
よ
う

だ
が
︑
ソ
グ
ド
人
閒
の
婚
姻
も
見
ら
れ
ず
︑
そ
の
背
後
に
ソ
グ
ド
人

集
團
は
見
え
な
い
︒
な
お
︑
李
	
眞
に
よ
る
團
練

(
鄕
兵
)
の
�
成

に
つ
い
て
は
﹇
堀
一
九
六
〇
：
三
八
～
四
四
頁
﹈
參
照
︒

(36
)

李
緘
以
後
︑
安
氏
一
族
の
後
裔
に
は
︑
	
眞
の
曾
孫
で
五
代
後
梁

の
太
宗
朱
'
忠
の
重
臣
で
あ
っ
た
李
振
が
い
る
﹇﹃
舊
五
代


﹄
梁

書
︑
李
振
傳
︑
二
五
一
～
二
五
三
頁
・﹃
怨
五
代


﹄
李
振
傳
︑
四
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六
九
～
四
七
一
頁
﹈︒
彼
は
後
梁
"
壞
に
 
い
處
𠛬
さ
れ
︑
一
族
も

誅
殺
さ
れ
た
と
言
い
︑
以
影
の
安
氏
一
族
に
關
す
る


料
は
今
の
と

こ
ろ
な
い
︒

(37
)

康
日
知
に
つ
い
て
は
︑
小
野
川
﹇
一
九
四
二
：
一
九
九
頁
﹈︑
榮

怨
江
﹇
一
九
九
九
：
五
九
～
六
二
頁
・
二
〇
〇
三
c
：
九
七
～
九

八
・
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
﹈︑
森
部
﹇
二
〇
一
〇
：
一
三
五
～
一
四

四
頁
﹈︑
福
島
﹇
二
〇
一
六
：
二
一
八
頁
{

(28
)﹈
參
照
︒

(38
)

｢李
元
諒
頌
﹂
(
�
揭
{

(6
)
參
照
)
の
よ
り
詳
し
い
名
稱
は

﹁
李
元
諒
楙
功
昭
德
頌
﹂︒
一
種
の
功
德
碑
と
言
え
る
︒

(39
)

李
彜
に
つ
い
て
は
任
華
﹁
�
李
彜
宰
怨
都
序
﹂﹇﹃
�
苑
英
華
﹄
卷

七
二
一
︑
三
七
三
五
頁
﹈
が
�
も
詳
し
い
︒

(40
)

｢李
元
諒
頌
﹂
に
よ
れ
ば
︑
行
軍
司
馬
�
御


中
丞
の
董
叔
經
や

華
州
の
人
々
の
5
¢
に
よ
っ
て
�
王
�
の
�
可
を
�
け
て
こ
の
碑
が

円
立
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

(41
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
一
︑
僕
固
懷
恩
傳
﹇
三
四
八
八
頁
﹈
に
も
同

樣
の
記
事
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
よ
り
鯵
ø
な
﹃
怨
�
書
﹄
を
引
用
す

る
︒

(42
)

安


の
亂
以
影
︑
權
勢
を
增
大
さ
せ
る
宦
官
と
ソ
グ
ド
人
と
は
密

接
な
關
係
で
あ
っ
た
︒
賜
姓
ソ
グ
ド
人
の
李
元
諒
は
駱
奉
先
の
養
子

で
あ
り
︑
李
國
珍
は
代
宗
の
卽
位
の
際
に
宦
官
の
下
で
活
�
し
寶
應

功
臣
と
さ
れ
た

(
�
揭
{

(8
)
參
照
)
︒
そ
の
他
︑
宦
官
と
ソ
グ

ド
人
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
中
田
﹇
二
〇
〇
七
﹈
參
照
︒

�
料

正


・﹃
<
治
=
鑑
﹄・﹃
�
六
典
﹄・﹃
元
和
郡
縣
圖
志
』=

中
華
書
局
：
北
京
︑
標
點
本

『元
和
姓
纂
』=

(
�
)
林
寶
�
︑
岑
仲
勉
校
記
﹃
元
和
姓
纂

(附
四
校
記
)﹄
中
華
書
局
：
北
京
︑
一
九
九
四
年

『
�
苑
英
華
』=

(宋
)
李
昉
�
︑
中
華
書
局
：
北
京
︑
一
九
六
六
年

『
�
�
粹
』=

(宋
)
姚
鉉
�
︑
中
國
學
ü
名
著
第
三
輯
︑
歷
代
詩
�
總
集
第
三
四
册
︑
世
界
書
局
：
臺
北

『岑
嘉
州
詩
』=

(
�
)
岑
參
�
︑
廖
立
箋
1
﹃
岑
嘉
州
詩
箋
1
﹄
中
國
古
典
�
學
基
本
叢
書
︑
中
華
書
局
：
北
京
︑
二
〇
〇
四
年

『杜
詩
』=

(
�
)
杜
甫
�
︑
(
淸
)
仇
兆
鰲
1
︑﹃
杜
詩
詳
1
﹄
中
國
古
典
�
學
基
本
叢
書
︑
中
華
書
局
：
北
京
︑
一
九
七
九
年

『金
石
萃
�
』=

(
淸
)
王
昶
著
︑
石
刻


料
怨
�
一
～
三
︑
怨
�
豐
出
版
公
司
：
臺
北

『金
石
錄
』=

(宋
)
趙
�
_
�
︑
石
刻


料
怨
�
一
二
︑
怨
�
豐
出
版
公
司
：
臺
北

『寶
刻
叢
�
』=

(宋
)
陳
思
纂
輯
︑
石
刻


料
怨
�
二
四
︑
怨
�
豐
出
版
公
司
：
臺
北

『山
西
=
志
』=

(
淸
)
覺
羅
石
麟
等
纂
修
︑
四
庫
'
書
第
五
四
九
册
︑
上
海
古
籍
出
版
社
：
上
海
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『北
京
圖
書
館
藏
中
國
歷
代
石
刻
拓
本
彙
�
』=

北
京
圖
書
館
金
石
組
�
︑
中
州
古
籍
出
版
社
：
q
州
︑
一
九
八
九
年

『西
安
碑
林
Ö
物
館
怨
藏
墓
誌
彙
�
』=

西
安
碑
林
Ö
物
館
�
・
趙
力
光
N
�
︑
線
裝
書
局
：
北
京
︑
二
〇
〇
七
年

『
'
�
�
怨
�
』=

周
紹
良
N
�
︑
吉
林
�


出
版
社
：
長
春
︑
一
九
九
九
年

『陝
西
碑
石
精
華
』=

餘
華
靑
・
張
廷
Í
N
�
﹃
陝
西
碑
石
精
華
﹄
三
秦
出
版
社
：
西
安
︑
二
〇
〇
六
年

『中
國
歷
代
石
刻


料
彙
�
』=

萬
方
數
據
電
子
出
版
社
・
北
京
書
同
�
數
字
�
技
ü
：
北
京
︑
二
〇
〇
四
年

『長
安
高
陽
原
怨
出
土
隋
�
墓
誌
』=

陝
西
省
考
古
硏
究
院
�
︑
李
�
・
劉
呆
¯
・
李
舉
綱
N
�
︑
�
物
出
版
社
：
北
京
︑
二
〇
一
六
年

※
墓
誌
の
出
典
は
︑
氣
賀
澤
保
規

(
�
)﹇
二
〇
一
七
﹈﹃
怨
�
�
代
墓
誌
M
在
總
合
目
錄
﹄
(
�
治
大
學
東
ア
ジ
ア
石
刻
�
物
硏
究
M
：
東
京
)
に
揭
載
の
整
理

番
號
を
﹁
氣
賀
澤
No.
﹂
で
記
し
た
︒

參
考
�
獻

〔日
�
︺

石
見
淸
裕

一
九
八
二

｢
�
の
円
國
と
匈
奴
の
費
也
頭
﹂﹃


學
雜
誌
﹄
九
一

−

一
〇

(再
錄
：﹃
�
の
北
方
問
題
と
國
際
秩
序
﹄
º
古
書
院
：
東
京
︑
一
七
～

六
三
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
七

｢
�
代
墓
誌


料
の
槪
觀
︱
︱
�
�
�
の
官
�
墓
誌
・
規
格
・
行
狀
と
の
關
係
﹂﹃
�
代


硏
究
﹄
一
〇
︑
三
～
二
六
頁

榮
怨
江

二
〇
一
一

(譯
・
解
說
：
森
部
豐
)

｢
怨
出
石
刻


料
か
ら
見
た
ソ
グ
ド
人
硏
究
の
動
向
﹂
﹃
關
西
大
學
東
西
學
ü
硏
究
M
紀
5
﹄
四
四
︑
一
二
一
～

一
五
一
頁

大
澤
正
昭

一
九
七
五

｢
�
末
藩
鎭
の
軍
�
成
に
關
す
る
一
考
察
︱
︱
地
域
差
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂﹃


林
﹄
五
八
(
六
)︑
九
二
八
～
九
四
四
頁

小
野
川
秀
美

一
九
四
二

｢河
曲
六
胡
州
の
沿
革
﹂﹃
東
亞
人
�
學
報
﹄
一

−

四
︑
一
九
三
～
二
二
六
頁

愛
宕
元

二
〇
〇
二

｢
�
代
反
側
藩
鎭
の
R
度
+
德
政
碑
と
墓
誌
銘

︱
︱
李
寶
臣
德
政
碑
と
何
弘
敬
墓
誌
銘
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂
﹃
日
本
�
�

境
論
�

座
紀
5
﹄
四
︑
九
～
一
六
頁

金
子
修
一

一
九
九
六

｢
�
後
�
�
の
郊
¦
親
祭
に
つ
い
て
︱
︱
�
代
に
お
け
る
皇
/
の
郊
¦
親
祭
そ
の
三
﹂
﹃
東
洋


硏
究
﹄
五
五

−

二

(再
錄
：﹁
�
代

に
お
け
る
郊
祀
・
宗
¦
の
¯
用
﹂﹃
中
國
古
代
皇
/
祭
祀
の
硏
究
﹄
岩
波
書
店
︑
三
〇
九
～
四
三
〇
頁
)

趙
振
華

二
〇
一
一

(中
田
裕
子
譯
)

｢
�
代
少
府
監
q
巖
と
そ
の
ソ
グ
ド
人
祖
先
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
二
六
︑
一
七
七
～
一
九
一
頁
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趙
超
二
〇
〇
二

(氣
賀
澤
保
規
譯
)

｢中
國
古
代
石
刻
<
料
の
世
界
︱
︱
石
刻
學
入
門
﹂﹃
�
大
ア
ジ
ア


論
集
﹄
七
︑
一
一
六
～
一
三
一
頁

中
田
美
繪

二
〇
〇
七

｢不
空
の
長
安
佛
敎
界
擡
頭
と
ソ
グ
ド
人
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
八
九

−

三
︑
二
九
三
～
三
二
五
頁

中
田
裕
子

二
〇
〇
九

｢
�
代
六
州
胡
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
厥
﹂﹃
東
洋


苑
﹄
七
二
︑
三
三
～
六
六
頁

K
岡
武
夫

(
�
)

一
九
五
四

『
�
代
の
曆
﹄
�
代
硏
究
の
し
お
り
一
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
M
：
京
都

福
島
惠

二
〇
〇
五

｢
�
代
ソ
グ
ド
姓
墓
誌
の
基
礎
%
考
察
﹂﹃
學
q
院


學
﹄
第
四
三
號
︑
一
三
五
～
一
六
二
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
一

｢﹁
安
元
壽
墓
誌
﹂
(
�
・
光
宅
元
年
)
譯
1
﹂
森
安
孝
夫

(
�
)﹃
ソ
グ
ド
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ
﹄︑
º
古
書
院
：
東
京

(再
錄
：
福
島
二

〇
一
七
︑
一
二
七
～
一
六
三
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
七

『東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ソ
グ
ド
人
︱
︱
ソ
グ
ド
人
漢
�
墓
誌
の
硏
究
﹄
º
古
書
院
：
東
京

堀
敏
一

一
九
六
〇

｢藩
鎭
親
衞
軍
の
權
力
�
ß

︱
︱
�
か
ら
五
代
へ
﹂﹃
東
洋
�
�
硏
究
M
紀
5
﹄
二
〇

(
再
錄
：﹃
�
末
五
代
變
革
�
の
政
治
と
經
濟
﹄

º
古
書
院
：
東
京
︑
二
〇
〇
二
︑
三
四
～
九
八
頁
)

森
部
豐

二
〇
一
〇

『ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歷


%
展
開
﹄
關
西
大
學
出
版
部
：
大
阪

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
四

｢八
世
紀
�
ば
～
十
世
紀
の
北
中
國
政
治


と
ソ
グ
ド
人
﹂﹃
ソ
グ
ド
人
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
�
�
 
涉
﹄
(ア
ジ
ア
�
學
一
七
五
)︑

勉
_
出
版
：
東
京
︑
一
七
四
～
一
九
七
頁

森
安
孝
夫

一
九
七
九

｢
增
補
：
ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
爭
奪
戰
·
び
そ
の
後
の
西
域
0
勢
に
つ
い
て
﹂
液
沙
海
西
奬
學
會

(
�
)﹃
ア
ジ
ア
�
�


論
叢
﹄

三
︑
山
川
出
版
社
：
東
京

(再
錄
：﹃
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
﹄
名
古
屋
大
學
出
版
會
：
名
古
屋
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
三
〇
～
二
七
四
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
二

｢ウ
イ
グ
ル
か
ら
み
た
安


の
亂
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
硏
究
﹄
一
七

(再
錄
：
﹃
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
﹄
名
古
屋
大

學
出
版
會
：
名
古
屋
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
～
四
八
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
七

『
�
/
國
と
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹄
(興
�
の
世
界


)︑
�
談
社
：
東
京

山
下
將
司

二
〇
〇
五

｢隋
・
�
初
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
團
︱
︱
天
理
圖
書
館
藏
﹃
�
館
詞
林
﹄
﹁
安
修
仁
墓
碑
銘
﹂
殘
卷
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
東
方
學
﹄
一
一

〇
︑
六
五
～
七
八
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
八

｢
�
の
監
牧
制
と
中
國
在
#
ソ
グ
ド
人
の
牧
馬
﹂﹃
東
洋


硏
究
﹄
六
六

−

四
︑
五
三
九
～
五
六
九
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
二

｢
�
の
太
原
擧
兵
と
山
西
ソ
グ
ド
軍
府
︱
︱
｢
�
・
曹
怡
墓
誌
﹂
を
手
が
か
り
に
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
九
三

−

四
︑
三
一
～
五
九
頁

吉
田
豐
一
九
八
九
﹁
ソ
グ
ド
語
雜
錄

(Ⅱ
)﹂﹃
オ
リ
エ
ン
ト
﹄
三
一

−

二
︑
一
六
五
～
一
七
六
頁
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〔中
�
︺

陳
根
z

二
〇
一
〇

｢
�
︽
韓
秀
實
墓
誌
︾
·
其
他
﹂﹃
�
Ö
﹄
二
〇
一
〇

−

四
︑
三
一
～
三
五
頁

福
島
惠

二
〇
一
六

｢絲
綢
之
路
靑
海
G
上
%
粟
特
人
︱
︱
從
看
“
康
令
惲
墓
誌
”
鄯
州
西
K
康
氏
一
族
﹂﹃
絲
綢
之
路
上
%
粟
特
人
﹄
羅
豐
・
榮
怨
江
�
著
︑

寧
夏
�
物
考
古
硏
究
M
︑
一
一
六
～
一
三
一
頁

(
¨
譯
版
：
福
島
二
〇
一
七
︑
一
九
〇
～
二
一
九
頁
)

國
家
�
物
局

(
N
�
)

二
〇
〇
六

『中
國
�
物
地
圖
集
﹄
山
西
分
册
︑
中
國
地
圖
出
版
社
：
北
京

郭
茂
育
・
趙
振
華

二
〇
〇
七

｢
�
︽


孝
違
墓
誌
︾
硏
究
﹂﹃
中
國
邊
疆


硏
究
﹄
二
〇
〇
七

−

四
︑
一
一
五
～
一
二
一
頁

榮
怨
江

一
九
九
九

｢北
�
隋
�
粟
特
人
之
�
徙
·
其
聚
落
﹂﹃
國
學
硏
究
﹄
六

(再
錄
：﹃
中
古
中
國
與
外
來
�
�
﹄
三
聯
書
店
：
北
京
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三

七
～
一
一
〇
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
一

｢北
�
隋
�
粟
特
聚
落
%
內
部
形
態
﹂﹃
中
古
中
國
與
外
來
�
�
﹄
三
聯
書
店
：
北
京
︑
一
一
一
～
一
六
八
頁

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
三
a

｢北
�
隋
�
胡
人
聚
落
%
宗
敎
信
仰
與
祆
祠
%
社
會
功
能
﹂
榮
怨
江
N
�
﹃
�
代
宗
敎
信
仰
與
社
會
﹄
上
海
辭
書
出
版
社
：
上
海

(再
錄
：﹃
中
古
中
國
與
粟
特
�
�
﹄
三
聯
書
店
：
北
京
︑
二
〇
一
四
︑
二
三
五
～
二
六
五
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
三
b

｢/
保
與
/
�
：
北
�
隋
�
胡
人
聚
落
首
領
問
題
%
爭
論
與
辨
析
﹂
葉
奕
良
�
﹃
伊
朗
學
在
中
國
論
�
集
﹄
第
三
集
︑
北
京
大
學
出

版
社
：
北
京

(再
錄
：﹃
中
古
中
國
與
粟
特
�
�
﹄
三
聯
書
店
：
北
京
︑
二
〇
一
四
︑
一
六
三
～
一
八
五
頁
)

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
三
c

｢安


之
亂
後
粟
特
胡
人
%
動
向
﹂﹃
暨
南


學
﹄
二
︑
(再
錄
：﹃
中
古
中
國
與
粟
特
�
�
﹄
三
聯
書
店
：
北
京
︑
二
〇
一
四
︑
七

九
～
一
一
三
頁
)

蘇
航

二
〇
〇
五

｢北
�
末
�
至
隋
末
�
初
粟
特
聚
落
鄕
團
武
裝
論
営
﹂﹃
�


﹄
二
〇
〇
五

−

四
︑
一
七
三
～
一
八
六
頁

王
睿

二
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the appearance of the concept of erpin caikan reflects aristocratic autonomy within

the imperial court, we can also see more clearly that the limits of the power of

emperors in the Southern Dynasties, who had difficulty giving xiangpin rank two to

their close secretaries.

SOGDIANS WITH THE CONFERRED IMPERIAL SURNAME DURING

THE LATTER HALF OF THE TANG DYNASTY : THE CASE OF

THE AN 安 CLAN OF LIANGZHOU WUWEI 涼州武威 AND

THEIR CONFERRED IMPERIAL SURNAME

FUKUSHIMA Megumi

Sogdianʼs surnames such as An 安, Kang 康, and Mi 米 are telling clues in

identifying Sogdians in historical sources. In the latter half of the Tang dynasty,

however, we find Sogdians with the conferred imperial surname Li 李 instead of a

Sogdian surname. The loss of Sogdianʼs surnames can be seen as an essential

turning point in the history of the Sogdians who later intermingled with other

Eurasian tribes and were subsumed into them. Thus, in this paper, I focus on

Sogdians with the conferred imperial surname and consider the trends concerning

these names. First, in order to understand the conferred imperial surname in

general during the Tang dynasty, I exhaustively tracked cases in historical sources

and analyzed their patterns and meanings. In historical writings and stone

inscriptions, I found the following five names : Li Baoyu 李"玉, Li Guochen 李國臣,

Li Guozhen 李國珍, Li Yuanzhong 李元忠 and Li Yuanliang 李元諒. Furthermore,

among these Sogdians, I focus especially on Li Baoyu and Li Baozhen 李"眞, who

was a paternal younger cousin and the successor of the former. This concentration

is based on the fact that Li Baoyu and Li Baozhen belonged to the An clan who

controlled and managed the Sogdian colony in Liangzhou Wuwei 涼州武威 for

generations, and would be representative of the Sogdian merchants who emigrated

to China. It is also the result of the fact that Li Baozhen is the rare case of a Sogdian

whose name can be found in three kinds of historical sources, that is, monuments,

epitaphs, and biographies in official histories, and it is thus possible to compare the

accounts in these historical materials. As a result of these considerations, although

the conferred imperial surname of the clan, the transfer of their legal domicile, and

the failure of succession to Jiedushi $度% were all events that symbolized the end
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of the trade activity concentrated in the colony of Sogdians who had emigrated to

China, the conventional custom and activity as the Sogdian did not completely die

out.

THE DECLINE OF THE LUOYANG CAPITAL DURING

THE FIVE DYNASTIES AND NORTHERN SONG,

AS A TURNING POINT IN THE HISTORY OF

CHINESE CAPITAL CITIES

KUBOTA Kazuo

The states that succeeded one another on Chinaʼs Central Plain during the Five

Dynasties period maintained a system of multiple capital cities. The eastern capital

was Kaifeng 開封 and the western capital was Luoyang 洛陽. This system of

multiple capital cities was not just a formality ; the functions of the capitals were

distinct. The suburban sacrifices (jiaosi 郊祀) and other religious rites such as

those performed at the imperial ancestral temple (taimiao太s) and for the gods of

soil and grain (sheji 社稷) were performed at Luoyang, while Kaifeng was the

centre of administrative and military affairs. The relocation of a capital to Luoyang

had been regarded as an ideal since the Later Han.

According to the Shangshu 尙書, Luoyang was a royal capital that had been

founded by Dan 旦, Duke of Zhou, and it had been identified as the “centre of the

land” (tuzhong 土中). But during the Later Zhou the facilities for performing

religious rites were moved to Kaifeng, where the suburban sacrifices were then

performed. Kaifeng then came to be identified as the “centre of the earth”

(dizhong 地中) in accordance with the measuring methods described in the Zhouli

周禮. By using this data, it became possible to concentrate the functions of the

capital in Kaifeng.

Emperor Taizu 太祖 of the Northern Song drew up plans in his later years to

move the capital to Luoyang, but Zhao Kuangyi 趙匡義 (Emperor Taizong 太宗)

argued against this. Whereas Taizu wanted to revive Luoyang as a capital city on

the basis of pre-Tang ideals, his younger brother Zhao Kuangyi invoked the

suprahistorical principle of government by virtue to oppose this. Once he ascended

the throne, Zhao Kuangyi carried out construction work and repairs in Kaifeng, and

the capitalʼs prosperity was staged in a way that made visible the idea of sharing
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